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第１章 総 則 

 

（約款の適用）  

第１条  中部テレコミュニケーション株式会社（以下「当社」といいます。）は、この

ＩＰ電話サービス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これによりＩＰ電

話サービス（当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除

きます。）を提供します。  

（注）本条のほか、当社は、ＩＰ電話サービスに附帯するサービス（当社が別に定める

ものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提供しま

す。  

 

（約款の変更）  

第２条  当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更す

ることがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、

本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するも

のとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を

生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によ

ります。  

２  当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行

規則」といいます｡)第 22 条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を行う場

合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当

社が適切であると判断する方法により説明します。  

 

（用語の定義）  

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。  

用    語 用 語 の 意 味           

電気通信設備  電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備  

電気通信サービス  電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他

電気通信設備を他人の通信の用に供すること  

音声通信  インターネットプロトコルにより音響（映像情報通信により

伝送交換される音響を除きます。）を伝送交換する通信  

ＩＰ電話網  主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を

行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との

間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交

換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま

す。） 

ＩＰ電話サービス  ＩＰ電話網を使用して行う電気通信サービス  

サービス取扱局  電気通信設備を設置し、それによりＩＰ電話サービスを提供

する当社の事業所  

サービス取扱所  ＩＰ電話サービスの契約事務を行う当社の事務所  

相互接続点  当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５

９年法第８６号。以下「事業法」といいます。）第９条第１

項の許可を受けた者、事業法第 22 条第 1 項の届出をした者

又は事業法第２４条第１項の登録を受けた者をいいます。以

下同じとします。）との間の相互接続協定（事業法第３３条

第９項若しくは同条第１０項又は第３４条第４項の規定に基



2 

づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備

の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとしま

す。）に基づく接続に係る電気通信設備の接続点  

協定事業者  当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者  

ＩＰ電話契約  当社からＩＰ電話サービスの提供を受けるための契約  

第１種ＩＰ電話契約  当社から第１種ＩＰ電話サービスの提供を受けるための契約  

第１種ＩＰ電話契約者  当社と第１種ＩＰ電話契約を締結している者  

ＩＰセントレックス契約  第１種ＩＰセントレックス契約及び第２種ＩＰセントレック

ス契約 

ＩＰセントレックス契約

者  

第１種ＩＰセントレックス契約者及び第２種ＩＰセントレッ

クス契約者 

第１種ＩＰセントレック

ス契約 

当社から第１種ＩＰセントレックスサービスの提供を受ける

ための契約  

第１種ＩＰセントレック

ス契約者 

当社と第１種ＩＰセントレックス契約を締結している者  

第２種ＩＰセントレック

ス契約 

当社から第２種ＩＰセントレックスサービスの提供を受ける

ための契約  

第２種ＩＰセントレック

ス契約者 

当社と第２種ＩＰセントレックス契約を締結している者  

 

第３種ＩＰセントレック

ス契約 

当社から第３種ＩＰセントレックスサービスの提供を受ける

ための契約  

第３種ＩＰセントレック

ス契約者  

当社と第３種ＩＰセントレックス契約を締結している者  

第４種ＩＰセントレック

ス契約 

当社から第４種ＩＰセントレックスサービスの提供を受ける

ための契約  

第４種ＩＰセントレック

ス契約者  

当社と第４種ＩＰセントレックス契約を締結している者  

契約者 第１種ＩＰ電話契約者、第１種ＩＰセントレックス契約者、

第２種ＩＰセントレックス契約者、第３種ＩＰセントレック

ス契約者及び第４種ＩＰセントレックス契約者  

ＩＰ利用回線  契約者に係るアクセス回線  

ＩＰ利用回線等  (1) ＩＰ利用回線  

(2) 当社以外の電気通信事業者が提供する電話サービスの用

に供している電気通信回線  

サービス接続点  ＩＰ電話網と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信設

備との接続点  

相互接続音声通信  相互接続点を経由する音声通信  

端末設備  ＩＰ利用回線の一端に接続される電気通信設備であって、１

の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内（これ

に準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内にあるもの  
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自営端末設備  ＩＰ電話契約者が設置する端末設備（ＩＰ利用回線の一端

（ＩＰ利用回線に係るもの及び相互接続点に係るものを除き

ます。）に接続される電気通信設備であって、１の部分の設

置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ず

る区域内を含みます。）又は同一の建物内であるものをいい

ます。） 

自営電気通信設備  当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通

信設備であって、端末設備以外のもの  

電気通信番号  電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と

受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、

又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別する

ために用いる番号、記号その他符号  

固定通信番号  電気通信番号規則 (令和元年総務省令第４号。以下「番号規

則」といいます。 )別表第１号に定める端末系伝送路設備を

識別するために当社が付与する電気通信番号  

音声通信番号  番号規則別表第６号に定める電気通信役務の種類又は内容を

識別するために当社が付与する電気通信番号  

電話事業者  電気通信役務に係る固定通信番号を提供する電話事業者  

番号ポータビリティ  利用者が、事業法第 50 条の規定により利用者に付与された

当該電気通信役務に係る固定通信番号を変更することなく、

電気通信役務の提供を受ける電話事業者を変更することがで

きること  

番号区画  電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号。以下「番号

計画」といいます。）に定める市外局番に応じた番号区画  

映像情報通信  サービス取扱局に設置される電気通信設備を介して、動画や

それに付随する音響を伝送交換する通信  

内線端末  １の音声通信番号又は固定通信番号に対応する端末設備  

内線通話  当社のサービス取扱局内に設置されるＩＰセントレックス交

換設備を介して行う、第１種ＩＰセントレックス契約者、第

２種ＩＰセントレックス契約者又は第３種ＩＰセントレック

ス契約者が指定する内線端末相互間の音声通信  

内線番号  音声通信番号及び料金表に規定するＩＰセントレックス機能

を利用するための番号以外の、当社が定める桁数の番号  

携帯・自動車電話設備  協定事業者（無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則

第１８号。以下、「無線設備規則」といいます。）第３条第１

号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供す

る電気通信事業者に限ります。）が設置する電気通信設備  

ＩＰ電話設備  協定事業者が設置する電気通信設備であって、音声通信番号

に規定する電気通信番号により識別されるもの  

ｃｔｃモバイル契約者回

線  

当社のｃｔｃモバイル (ＬＴＥ)通信サービス契約約款又はｃ

ｔｃモバイル（５Ｇ）通信サービス契約約款に定める契約者

回線（ＬＴＥシングルのものを除きます。）又はｃｔｃモバ
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イル（５Ｇ）通信サービス契約約款に定める契約者回線（５

Ｇシングルのものを除きます）  

ａｕ契約者回線  ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社のｐｏｖｏ

１．０通信サービス契約約款、ｐｏｖｏ２．０通信サービス

契約約款、ａｕ (ＬＴＥ )通信サービス契約約款又はａｕ (５

Ｇ )通信サービス契約約款（以下あわせて「ａｕ約款」とい

います。）に定める契約者回線（ｐｏｖｏ１．０通信サービ

ス若しくはｐｏｖｏ２．０通信サービス、５Ｇサービス、Ｌ

ＴＥサービス又はローミングに係るものであって５Ｇシング

ル又はＬＴＥシングルのものを除きます。）であって、副回

線通信サービスに係るものを除きます。  

（注 )この欄に定める「契約者回線」には、ＫＤＤＩ株式会

社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の

提供を受けて提供するＭＶＮＯサービス（電気通信事

業報告規則（昭和 63 年郵政省令第 46 号。以下「報告

規則」といいます｡)に定める仮想移動電気通信サービ

スをいいます。以下同じとします｡)に係る電気通信回

線を含みます。   

ＵＱｍ契約者回線  ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社の UQ 

mobile 通信サービス契約約款又は UQ mobile 通信サービス

Ⅱ契約約款に定める契約者回線（ UQ mobile 通信サービス契

約約款に定める契約者回線については、デュアルサービス又

はローミングにかかるものに限ります。）  

ｃｔｃモバイル契約者回

線等 

ｃｔｃモバイル契約者回線、ａｕ契約者回線又はＵＱｍ契約

者回線 

消費税相当額  消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令

の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和

25 年法律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき

課税される地方消費税の額  
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第２章 ＩＰ電話サービスの種類 

 

（ＩＰ電話サービスの種類）  

第４条 当社が提供するＩＰ電話サービスには、次の種類があります。  

種    類 内         容  

第１種ＩＰ電話サービス  ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して音声通信を行うこ

とができるサービスであって、通話品質として別記１８に

定める音声通信番号総合品質を満たしているもの。  

第１種ＩＰセントレック

スサービス  

ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音声通信及

び、内線通話を内線番号をダイヤルすることにより可能に

する電話サービスであって、通話品質として別記１８に定

める音声通信番号総合品質を満たしているもの。  

第２種ＩＰセントレック

スサービス  

 

ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音声通信及

び、内線通話を内線番号をダイヤルすることにより可能

にする電話サービスであって、通話品質として別記１８

に定める固定通信番号総合品質を満たしているもの。  

第３種ＩＰセントレック

スサービス  

 

ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して、指定された電気

通信サービス（当社が別に定める協定事業者が提供する電

気通信サービスに限ります。）から当社が別に定める接続

方法により内線端末を経由して行う音声通信及び、内線通

話を内線番号をダイヤルすることにより可能にする電話サ

ービスであって、通信品質として別記１８に定める音声通

信番号総合品質を満たしているもの。  

第４種ＩＰセントレック

スサービス  

ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音声通信及

び、内線通話を内線番号をダイヤルすることにより可能に

する電話サービスであって、通話品質として別記１８に定

める固定通信番号総合品質又は音声通信番号総合品質を満

たしているもの  

 

（第１種ＩＰセントレックスサービス及び第２種ＩＰセントレックスサービスの種類）  

第５条 当社が提供する第１種ＩＰセントレックスサービス及び第２種ＩＰセントレッ

クスサービスには、次の種類があります。  

種  類 内         容 

タイプ１  ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音声通信及び、ＩＰセン

トレックス契約者の構内交換機を経由して内線通話（当該ＩＰセン

トレックス契約に係るＩＰ利用回線の終端に係る内線端末相互間の

通信を除きます。）を提供するＩＰセントレックスサービス  

タイプ２  ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音声通信及び、契約者の

終端相互間における内線音声通信を提供するＩＰセントレックスサ

ービスであって、内線端末に付随する料金表に定める機能を提供す

るもの  
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第３章 ＩＰ電話サービスの提供区域等 

 

（ＩＰ電話サービスの提供区域等）  

第６条 当社のＩＰ電話サービスは、当社が別記１に定める提供区域等において提供し

ます。 

 

 

第４章 契 約 

 

 第１節  第１種ＩＰ電話サービスに係る契約  

 

（契約の単位）  

第７条 当社は、１の第１種ＩＰ電話契約の申込みにつき、１の第１種ＩＰ電話契約を

締結します。この場合、第１種ＩＰ電話契約者は、１の第１種ＩＰ電話契約につき

１人に限ります。  

 

 

（第１種ＩＰ電話契約申込を行うことができる者の条件）  

第８条 第１種ＩＰ電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるＩＰ利用

回線を別に契約する者に限ります。  

 ２  第１項のうち第１種ＩＰ電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際

しＩＰ電話サービスの提供を受けるために必要なＩＰ電話アダプタを用意していた

だきます。  

  （注）当社が定めるＩＰ利用回線とは、「ｃｔｃインターネット接続サービス規約」

に規定するサービスとします。  

 

（第１種ＩＰ電話契約申込の方法）  

第９条 第１種ＩＰ電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をサービス

取扱所に提出していただきます。  

 

（第１種ＩＰ電話契約申込の承諾）  

第１０条  当社は、第１種ＩＰ電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。  

 ２  当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、そ

の第１種ＩＰ電話契約の申込を承諾しないことがあります。この場合において、承

諾しなかったときは、当社はその申込者に対し、その旨を通知します。なお、各号

のいずれかによるものかは、当社はその申込者に開示しないものとします。  

  (1) 第１種ＩＰ電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。  

  (2) ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質（事

業用電気通信設備規則第 35 条の６第１項の規定に基づく総合品質の基準をいいま

す。以下「総合品質」といいます。）を維持することが困難であると当社が判断し

たとき。  

  (3)第１種ＩＰ電話契約の申込みをした者が、第１種ＩＰ電話サービス又はＩＰ利用

回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

  (4) 第１種ＩＰ電話契約の申込みをした者が、第４７条（利用停止）の規定のいず

れかに該当し、第１種ＩＰ電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除

を受けたことがあるとき。  
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  (5)第１種ＩＰ電話契約の申込みをした者が、ＩＰ利用回線の契約約款に定める「利

用停止」の規定のいずれかに該当し、ＩＰ利用回線の利用を停止されている、又

は契約解除を受けたことがあるとき。  

  (6) 第１種ＩＰ電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載し

た契約申込書を提出したとき。  

  (7) 警察機関から当社に対して特殊詐欺 (不特定の者に対して、電話その他の通信手

段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪

をいいます。以下同じとします。）に関与したとして第１種ＩＰ電話サービスの提

供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と第１種ＩＰ電話契約の申込みをし

た者が同一の者であるとき。  

  (7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。  

 

（第１種ＩＰ電話サービスの音声通信番号）  

第１１条  当社は、第１種ＩＰ電話契約者に、１の第１種ＩＰ電話契約について１の音

声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。  

 ２  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号

を変更することがあります。  

 ３  前項の規定により音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第１

種ＩＰ電話契約者にお知らせします。  

 ４  ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、音声通信番号総

合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号の付与

を廃止することがあります。  

  （注）当社は、本条の規定によるほか、第６６条（修理又は復旧の順位）の注書き

の規定による場合は、音声通信番号を変更することがあります。  

 

（ＩＰ利用回線による制約）  

第１２条  第１種ＩＰ電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及

び料金表の定めるところにより、ＩＰ利用回線を使用することができない場合にお

いては、ＩＰ電話サービスを利用することができません。  

 

（利用権の譲渡の禁止）  

第１３条  第１種ＩＰ電話契約者は、第１種ＩＰ電話サービスに係る利用権（第１種Ｉ

Ｐ電話契約者が第１種ＩＰ電話契約に基づいて第１種ＩＰ電話サービスの提供を受

ける権利をいいます。）を譲渡することができません。  

 

（第１種ＩＰ電話契約者が行う第１種ＩＰ電話契約の解除）  

第１４条  第１種ＩＰ電話契約者は、第１種ＩＰ電話契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取扱所に書面により通知して

いただきます。  

 

（当社が行う第１種ＩＰ電話契約の解除）  

第１５条  当社は、次の場合には、第１種ＩＰ電話契約を解除することがあります。  

  (1)第４７条（利用停止）の規定により第１種ＩＰ電話サービスの利用停止をされた

第１種ＩＰ電話契約者がなおその事実を解消しないとき。  

  (2)第１種ＩＰ電話サービスのＩＰ利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の

変更に伴い、第８条（第１種ＩＰ電話契約申込を行うことができる者の条件）を

満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。  

 ２  当社は、第１種ＩＰ電話契約者が第４７条（利用停止）の規定のいずれかに該当

する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる
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ときは、前項の規定にかかわらず、第１種ＩＰ電話サービスの利用停止をしないで

その第１種ＩＰ電話契約を解除することがあります。  

 ３  ＩＰ利用回線に関して次の事項に該当する場合に、第１種ＩＰ電話契約を解除す

ることがあります。  

  (1)第１種ＩＰ電話契約の申込みをした者が、ＩＰ利用回線の契約を締結している者

と同一でないことについて、  その事実を知ったとき。  

  (2)そのＩＰ利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内

容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。  

  (3)そのＩＰ利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知

ったとき。  

  (4)そのＩＰ利用回線が、移転により第１種ＩＰ電話サービスの提供区域外となった

とき。 

 ４  当社は、前３項の規定により、その第１種ＩＰ電話契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ、第１種ＩＰ電話契約者にそのことをお知らせします。  

   当社は、前４項の規定にかかわらず、第１種ＩＰ電話契約者が、第１０条（第１

種ＩＰ電話契約申込の承諾）の第２項に定める事由が発生したときは、当社は何ら

催告を要せず、直ちに、その第１種ＩＰ電話契約を解除することがあります。  

 

（その他の提供条件）  

第１６条  第１種ＩＰ電話契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に

定めるところによります。  

 

 第２節  第１種ＩＰセントレックスサービスに係る契約  

 

（契約の単位）  

第１７条  当社は、１のＩＰ利用回線につき１の第１種ＩＰセントレックス契約を締結

します。  

 

（共同契約）  

第１８条  当社は、１のＩＰ利用回線について第１種ＩＰセントレックス契約者が２人

以上となる第１種ＩＰセントレックス契約（以下、「共同契約」といいます。）」を締

結します。  

 ２  前項の場合、第１種ＩＰセントレックス契約者のうち 1 人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。  

 

（第１種ＩＰセントレックス契約申込を行うことができる者の条件）  

第１９条 第１種ＩＰセントレックス契約の申込みを行うことができる者は、当社が定

めるＩＰ利用回線を別に契約する者に限ります。  

 ２  タイプ１に係る第１種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、当社指定の

ＩＰ接続装置を用意していただきます。  

 ３  タイプ２に係る第１種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、当社指定の

内線端末を用意していただきます。  

  （注）当社が定めるＩＰ利用回線とは、下表の契約約款又は規約に規定するサービ

スとします。  

提供事業者  サービス  

中部テレコミュニケーション株式会社  統合型イーサネット網サービス契約約款  

 

（第１種ＩＰセントレックス契約申込の方法）  

第２０条  第１種ＩＰセントレックス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項につ

いて記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。  
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  (1) 第１種ＩＰセントレックスサービスの種類  

  (2) ＩＰ利用回線の種類と終端の場所  

  (3) ＩＰ利用回線の終端に所属する音声通信番号及び内線番号（タイプ１について

は、同時通信可能なものに限ります。以下同じとします。）の数  

  (4) 所属するＩＰセントレックスグループ（内線番号をダイヤルすることにより、

相互に音声通信を行うことができる内線端末から構成されるグループをいいま

す。以下同じとします。）ただし、ＩＰ利用回線に係る提供条件により所属するＩ

Ｐセントレックスグループが制限される場合があります。  

  (5)ＩＰセントレックスグループ間通信（異なるＩＰセントレックスグループに所属

する内線端末相互間において、内線番号にグループコード（ＩＰセントレックス

装置に登録された当社が定める数字であって、契約者があらかじめＩＰセントレ

ックスグループ毎に付与したものをいいます。）を前置きしてダイヤルすることに

より行う音声通信をいいます。以下同じとします。）を行う場合は、通信の相手先

となるＩＰセントレックスグループ  

  (6)その他第１種  ＩＰセントレックス契約の内容を特定するために必要な事項  

 ２  前項の場合において、その申込みが新たにＩＰセントレックスグループを設ける

申込みであるときは、そのＩＰセントレックスグループの代表者を定めてサービス

取扱所に届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。  

 ３  ＩＰセントレックスグループ間通信を行う各々のＩＰセントレックスグループの

第１種ＩＰセントレックス契約の申込みをするものが異なる場合は、該当するもの

全てがＩＰセントレックスグループ間通信を行うことを承諾した上で、代表者を定

めてサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更するときも同様としま

す。 

 

（第１種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）  

第２１条  当社は、第１種ＩＰセントレックス契約の申込みがあったときは、第１０条

（第１種ＩＰ電話契約申込の承諾）を準用して取り扱うほか、ＩＰセントレックス

グループの代表者の同意がないときには、第１種ＩＰセントレックス契約の申込み

を承諾しないことがあります。  

 

（最低利用期間）  

第２２条  第１種ＩＰセントレックスサービスについては、料金表第１表（料金）の定

めるところにより最低利用期間があります。  

 ２  前項の最低利用期間は、第１種ＩＰセントレックスサービスの提供を開始した日

から起算して１年間とします。  

 ３  第１種ＩＰセントレックス契約者は、前項の最低利用期間内に第１種ＩＰセント

レックス契約の解除又は付加機能の廃止があった場合には、当社が定める期日まで

に、料金表第１表（料金）に規定する額を支払っていただきます。  

 

（第１種ＩＰセントレックスサービスの音声通信番号）  

第２３条  当社は、第１種ＩＰセントレックス契約者に、第１種ＩＰセントレックス契

約の申込みに基づき、音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。  

 ２  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号

を変更することがあります。  

 ３  前項の規定により音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第１

種ＩＰセントレックス契約者にお知らせします。  

 ４  ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、音声通信番号総

合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号の全部

又は一部の付与を廃止することがあります。  
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（内線番号の指定）  

第２４条  第１種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰセントレックスグループの代表者

の同意を得て、内線番号を指定していただきます。この場合、内線番号の数は、そ

の第１種ＩＰセントレックス契約に係る内線数と同数とします。  

 ２  第１種ＩＰセントレックス契約者は、内線番号を変更することができます。この

場合の取扱いは、前項の規定に準ずるものとします。  

 ３  内線番号の桁数等は、１のＩＰセントレックスグループごとに当社がそのＩＰセ

ントレックスグループの代表者と協議して定めます。  

 

（ＩＰ利用回線の種類と終端の場所の変更）  

第２５条  当社は、第１種ＩＰセントレックス契約者から請求があったときは、ＩＰ利

用回線の種類と終端の場所に係る契約内容の変更を行います。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第２１条（第１種ＩＰセントレックス契約

申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（内線番号数の変更）  

第２６条  第１種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰ利用回線の終端に所属する内線番

号数の変更の請求をすることができます。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第２１条（第１種ＩＰセントレックス契約

申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（ＩＰセントレックスグループの変更）  

第２７条  第１種ＩＰセントレックス契約者（ＩＰセントレックスグループの代表者を

除きます。）は、現に所属するＩＰセントレックスグループから他のＩＰセントレッ

クスグループへ、ＩＰセントレックスグループの変更の請求をすることができま

す。 

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第２０条（第１種ＩＰセントレックス契約

申込の方法）及び第２１条（第１種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。  

 

（その他の提供条件）  

第２８条  利用権の譲渡の禁止、第１種ＩＰセントレックス契約者が行う第１種ＩＰセ

ントレックス契約の解除及び当社が行う第１種ＩＰセントレックス契約の解除の取

扱いについては、第１種ＩＰ電話サ－ビスの場合に準ずるものとします。  

 ２  前項に定めるほか、第１種ＩＰセントレックス契約に関するその他の提供条件に

ついては、別記２及び３に定めるところによります。  

 

 第３節  第２種ＩＰセントレックスサービスに係る契約  

 

（契約の単位）  

第２９条  当社は、１のＩＰ利用回線につき１の第２種ＩＰセントレックス契約を締結

します。  

 

（共同契約）  

第３０条  当社は、１のＩＰ利用回線について第２種ＩＰセントレックス契約者が２人

以上となる第２種ＩＰセントレックス契約（以下、「共同契約」といいます。）」を締

結します。  

 ２  前項の場合、第２種ＩＰセントレックス契約者のうち 1 人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。  
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（第２種ＩＰセントレックス契約申込を行うことができる者の条件）  

第３１条  第２種ＩＰセントレックス契約の申込みを行うことができる者は、当社が定

めるＩＰ利用回線を別に契約する者に限ります。  

 ２  タイプ１に係る第２種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、当社指定の

ＩＰ接続装置を用意していただきます。  

 ３  タイプ２に係る第２種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、当社指定の

内線端末を用意していただきます。  

４  タイプ２に係る第２種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者で固定通信番号

を利用する者は、内線端末から緊急通報に関する電気通信番号（番号規則別表第１

２号に規定する１１０番、１１８番又は１１９番とします。以下同じとします。）へ

の発信を確保していただきます。  

５  前項の場合、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について当社との間で

確認を行い、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について書面で取り交わ

すものとします。  

  （注）当社が定めるＩＰ利用回線とは、「統合型イーサネット網サービス契約約款」

に規定するサービスとします。  

 

（第２種ＩＰセントレックス契約申込の方法）  

第３２条  第２種ＩＰセントレックス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項につ

いて記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。  

  (1) 第２種ＩＰセントレックスサービスの種類  

  (2) ＩＰ利用回線の種類と終端の場所  

  (3) ＩＰ利用回線の終端に所属する音声通信番号、固定通信番号及び内線番号の数  

  (4) 所属するＩＰセントレックスグループ  

ただし、ＩＰ利用回線に係る提供条件により所属するＩＰセントレックスグルー

プが制限される場合があります。  

  (5)ＩＰセントレックスグループ間通信を行う場合は、通信の相手先となるＩＰセン

トレックスグループ  

  (6)その他第２種  ＩＰセントレックス契約の内容を特定するために必要な事項  

 ２  前項の場合において、その申込みが新たにＩＰセントレックスグループを設ける

申込みであるときは、そのＩＰセントレックスグループの代表者を定めてサービス

取扱所に届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。  

 ３  ＩＰセントレックスグループ間通信を行う各々のＩＰセントレックスグループの

第２種ＩＰセントレックス契約の申込みをするものが異なる場合は、該当するもの

全てがＩＰセントレックスグループ間通信を行うことを承諾した上で、代表者を定

めてサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更するときも同様としま

す。 

 

（第２種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）  

第３３条  当社は、第２種ＩＰセントレックス契約の申込みがあったときは、第１０条

（第１種ＩＰ電話契約申込の承諾）を準用して取り扱うほか、ＩＰセントレックス

グループの代表者の同意がないときには、第２種ＩＰセントレックス契約の申込み

を承諾しないことがあります。  

 

（第２種ＩＰセントレックス契約者が行う第２種ＩＰセントレックス契約の解除）  

第３３条の２  第２種ＩＰセントレックス契約者は、第２種ＩＰセントレックス契約を

解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取

扱所に書面により通知していただきます。  

２   第２種ＩＰセントレックス契約者が、当社から提供を受けている固定通信番号に

ついて、番号ポータビリティを利用して電話事業者の変更を希望する場合であっ
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て、当社がその事実を知ったときは、前項の通知があったものとみなし、第２種Ｉ

Ｐセントレックス契約を解除することがあります。  

（最低利用期間）  

第３４条  第２種ＩＰセントレックスサービスについては、料金表第１表（料金）の定

めるところにより最低利用期間があります。  

 ２  前項の最低利用期間は、第２種ＩＰセントレックスサービスの提供を開始した日

から起算して１年間とします。  

 ３  第２種ＩＰセントレックス契約者は、前項の最低利用期間内に第２種ＩＰセント

レックス契約の解除又は付加機能の廃止があった場合には、当社が定める期日まで

に、料金表第１表（料金）に規定する額を支払っていただきます。  

 

（第２種ＩＰセントレックスサービスの音声通信番号及び固定通信番号）  

第３５条  当社は、第２種ＩＰセントレックス契約者に、第２種ＩＰセントレックス契

約の申込みに基づき、音声通信番号又は固定通信番号を当社が別に定めるところに

より付与します。  

 ２  当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合には、その定めるところ

によります。  

 ３  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号

又は固定通信番号を変更することがあります。  

 ４  前項の規定により音声通信番号又は固定通信番号を変更する場合には、あらかじ

めそのことを第２種ＩＰセントレックス契約者にお知らせします。  

 ５  ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、固定通信番号総

合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号又は固

定通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。  

 

（内線番号の指定）  

第３６条  第２種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰセントレックスグループの代表者

の同意を得て、内線番号を指定していただきます。この場合、内線番号の数は、そ

の第２種ＩＰセントレックス契約に係る内線数と同数とします。  

 ２  第２種ＩＰセントレックス契約者は、内線番号を変更することができます。この

場合の取扱いは、前項の規定に準ずるものとします。  

 ３  内線番号の桁数等は、１のＩＰセントレックスグループごとに当社がそのＩＰセ

ントレックスグループの代表者と協議して定めます。  

 

（ＩＰ利用回線の種類と終端の場所の変更）  

第３７条  当社は、第２種ＩＰセントレックス契約者から請求があったときは、ＩＰ利

用回線の種類と終端の場所に係る契約内容の変更を行います。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第３３条（第２種ＩＰセントレックス契約

申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（内線番号数の変更）  

第３８条  第２種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰ利用回線の終端に所属する内線番

号数の変更の請求をすることができます。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第３３条（第２種ＩＰセントレックス契約

申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（ＩＰセントレックスグループの変更）  

第３９条  第２種ＩＰセントレックス契約者（ＩＰセントレックスグループの代表者を

除きます。）は、現に所属するＩＰセントレックスグループから他のＩＰセントレッ
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クスグループへ、ＩＰセントレックスグループの変更の請求をすることができま

す。 

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第３２条（第２種ＩＰセントレックス契約

申込の方法）及び第３３条（第２種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。  

 

（その他の提供条件）  

第４０条  当社は第２種ＩＰセントレックス契約者の内線端末及びその他音声通信に係

わる自営端末装置のＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定められているア

ドレスをいいます。）を、当社が別に定めるところにより付与及び設定管理するもの

とします。  

２  利用権の譲渡の禁止及び当社が行う第２種ＩＰセントレックス契約の解除の取扱

いについては、第１種ＩＰ電話サ－ビスの場合に準ずるものとします。  

 ３  前項に定めるほか、第２種ＩＰセントレックス契約に関するその他の提供条件に

ついては、別記２及び３に定めるところによります。  

 

 第４節  第３種ＩＰセントレックスサービスに係る契約  

 

（契約の単位）  

第４０条の２  当社は、１のＩＰ利用回線につき１の第３種ＩＰセントレックス契約を

締結します。  

 

（第３種ＩＰセントレックス契約申込を行うことができる者の条件）  

第４０条の３  第３種ＩＰセントレックス契約の申込みを行うことができる者は、当社

が定めるＩＰ利用回線を別に契約する者に限ります。  

 ２  第３種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、内線端末設備の申込みをし

ていただきます。  

 （注）当社が定めるＩＰ利用回線とは、「統合型イーサネット網サービス契約約款」に

規定するサービスとします。  

 ３  第３種ＩＰセントレックス契約の申込みを行う者は、当社が別に定める協定事業

者の電気通信サービスに係る契約の申込みを行っていただきます。  

 

（第３種ＩＰセントレックス契約申込の方法）  

第４０条の４  第３種ＩＰセントレックス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項

について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきま

す。 

  (1) 内線端末設備の種類と終端の場所  

  (2) ＩＰ利用回線の終端に所属する音声通信番号及び内線番号の数  

  (3) 所属するＩＰセントレックスグループ。ただし、ＩＰ利用回線に係る提供条件

により所属するＩＰセントレックスグループが制限される場合があります。  

  (4) ＩＰセントレックスグループ間通信を行う場合は、通信の相手先となるＩＰセ

ントレックスグループ  

  (5)その他第３種  ＩＰセントレックス契約の内容を特定するために必要な事項  

 ２  前項の場合において、その申込みが新たにＩＰセントレックスグループを設ける

申込みであるときは、そのＩＰセントレックスグループの代表者を定めてサービス

取扱所に届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。  

 ３  ＩＰセントレックスグループ間通信を行う各々のＩＰセントレックスグループの

第３種ＩＰセントレックス契約の申込みをするものが異なる場合は、該当するもの

全てがＩＰセントレックスグループ間通信を行うことを承諾した上で、代表者を定
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めてサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更するときも同様としま

す。 

 

（第３種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）  

第４０条の５  当社は、第３種ＩＰセントレックス契約の申込みがあったときは、第１

０条（第１種ＩＰ電話契約申込の承諾）を準用して取り扱うほか、ＩＰセントレッ

クスグループの代表者の同意がないときには、第３種ＩＰセントレックス契約の申

込みを承諾しないことがあります。  

 

（最低利用期間）  

第４０条の６  第３種ＩＰセントレックスサービスについては、料金表第１表（料金）

の定めるところにより最低利用期間があります。  

 ２  前項の最低利用期間は、第３種ＩＰセントレックスサービスの提供を開始した日

から起算して１年間とします。  

 ３  第３種ＩＰセントレックス契約者は、前項の最低利用期間内に第３種ＩＰセント

レックス契約の解除又は付加機能の廃止があった場合には、当社が定める期日まで

に、料金表第１表（料金）に規定する額を支払っていただきます。  

 

（第３種ＩＰセントレックスサービスの音声通信番号）  

第４０条の７  当社は、第３種ＩＰセントレックス契約者に、第３種ＩＰセントレック

ス契約の申込みに基づき、音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与しま

す。 

 ２  当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合には、その定めるところ

によります。  

 ３  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番を

変更することがあります。  

 ４  前項の規定により音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第３

種ＩＰセントレックス契約者にお知らせします。  

 ５  ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、音声通信番号総

合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号の全部

又は一部の付与を廃止することがあります。  

 

（内線番号の指定）  

第４０条の８  第３種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰセントレックスグループの代

表者の同意を得て、内線番号を指定していただきます。この場合、内線番号の数

は、その第３種ＩＰセントレックス契約に係る内線数と同数とします。  

 ２  第３種ＩＰセントレックス契約者は、内線番号を変更することができます。この

場合の取扱いは、前項の規定に準ずるものとします。  

 ３  内線番号の桁数等は、１のＩＰセントレックスグループごとに当社がそのＩＰセ

ントレックスグループの代表者と協議して定めます。  

 

（ＩＰ利用回線の種類と終端の場所の変更）  

第４０条の９  当社は、第３種ＩＰセントレックス契約者から請求があったときは、Ｉ

Ｐ利用回線の種類と終端の場所に係る契約内容の変更を行います。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第４０条の５（第３種ＩＰセントレックス

契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（内線番号数の変更）  

第４０条の１０  第３種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰ利用回線の終端に所属する

内線番号数の変更の請求をすることができます。  
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 ２  前項の請求があったときは、当社は、第４０条の５（第３種ＩＰセントレックス

契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（その他の提供条件）  

第４０条の１１  当社は第３種ＩＰセントレックス契約者の内線端末及びその他音声通

信に係わる自営端末装置のＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定められて

いるアドレスをいいます。）を、当社が別に定めるところにより付与及び設定管理す

るものとします。  

２  利用権の譲渡の禁止、第３種ＩＰセントレックス契約者が行う第３種ＩＰセント

レックス契約の解除及び当社が行う第３種ＩＰセントレックス契約の解除の取扱い

については、第１種ＩＰ電話サ－ビスの場合に準ずるものとします。  

 ３  前項に定めるほか、第３種ＩＰセントレックス契約に関するその他の提供条件に

ついては、別記２及び３に定めるところによります。  

 

 第５節  第４種ＩＰセントレックスサービスに係る契約  

 

（契約の単位）  

第 40 条の 12 当社は、１のＩＰ利用回線につき１の第４種ＩＰセントレックス契約を

締結します。  

 

（共同契約）  

第 40 条の 13 当社は、１のＩＰ利用回線について第４種ＩＰセントレックス契約者が

２人以上となる第４種ＩＰセントレックス契約（以下、「共同契約」といいます。）」

を締結します。  

 ２  前項の場合、第４種ＩＰセントレックス契約者のうち 1 人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。  

 

（第４種ＩＰセントレックス契約申込を行うことができる者の条件）  

第 40 条の 14 第４種ＩＰセントレックス契約の申込みを行うことができる者は、当社

が定めるＩＰ利用回線を別に契約する者又はＩＰ利用回線に係る契約申込を行う者

に限ります。  

 （注）当社が定めるＩＰ利用回線とは、「統合型イーサネット網サービス契約約款」に

規定するサービスとします。  

 

（第４種ＩＰセントレックス契約申込の方法）  

第 40 条の 15 第４種ＩＰセントレックス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項

について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきま

す。 

  (1) 第４種ＩＰセントレックスサービスの種類  

  (2) ＩＰ利用回線の種類と終端の場所  

  (3) ＩＰ利用回線の終端に所属する音声通信番号、固定通信番号及び内線番号の数  

  (4) 所属するＩＰセントレックスグループ  

ただし、ＩＰ利用回線に係る提供条件により所属するＩＰセントレックスグルー

プが制限される場合があります。  

  (5)ＩＰセントレックスグループ間通信を行う場合は、通信の相手先となるＩＰセン

トレックスグループ  

  (6)その他第４種ＩＰセントレックス契約の内容を特定するために必要な事項  

 ２  前項の場合において、その申込みが新たにＩＰセントレックスグループを設ける

申込みであるときは、そのＩＰセントレックスグループの代表者を定めてサービス

取扱所に届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。  
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 ３  ＩＰセントレックスグループ間通信を行う各々のＩＰセントレックスグループの

第４種ＩＰセントレックス契約の申込みをするものが異なる場合は、該当するもの

全てがＩＰセントレックスグループ間通信を行うことを承諾した上で、代表者を定

めてサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更するときも同様としま

す。 

 

（第４種ＩＰセントレックス契約申込の承諾）  

第 40 条の 16 当社は、第４種ＩＰセントレックス契約の申込みがあったときは、第１

０条（第１種ＩＰ電話契約申込の承諾）を準用して取り扱うほか、ＩＰセントレッ

クスグループの代表者の同意がないときには、第４種ＩＰセントレックス契約の申

込みを承諾しないことがあります。  

２  当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第４種ＩＰセントレック

スの申込みを承諾しない場合があります。  

（１）申込みのあった第４種ＩＰセントレックスサービスを提供するために必要な電

気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。  

（２）第４種ＩＰセントレックス契約の申込者（「第４種申込者」といいます。以下本

条において同じとします。）が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含

みます｡以下同じとします。）でないとき。  

（３）第４種申込者が第４種ＩＰセントレックスサービスを利用するために必要な当

社が別に定めるソフトウェアを使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。  

（４）第４種申込者が第４種ＩＰセントレックスサービスに係る料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。  

（５）第４種申込者または第４種申込者が指定する者がＩＰ利用回線契約者（第４種

ＩＰセントレックス契約の申込みとともに、ＩＰ利用回線に係る契約の申込みが

あった場合は、そのＩＰ利用回線に係る契約の申込みをした者を含みます。以下

本条において同じとします。）と同一でないとき。  

（６）第４種申込者が当社の電気通信サービスの利用を停止をされたことがあると

き、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。  

（７）第４種申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出し

たとき。  

（８）第 75 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。  

（９）その第４種ＩＰセントレックス契約者の名義が法人でないとき。  

（ 10）その他第４種ＩＰセントレックスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい

支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。  

 

 

（第４種ＩＰセントレックスサービスの音声通信番号及び固定通信番号）  

第 40 条の 17 当社は、第４種ＩＰセントレックス契約者に、第４種ＩＰセントレック

ス契約の申込みに基づき、音声通信番号又は固定通信番号を当社が別に定めるとこ

ろにより付与します。  

 ２  当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合には、その定めるところ

によります。  

 ３  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号

又は固定通信番号を変更することがあります。  

 ４  前項の規定により音声通信番号又は固定通信番号を変更する場合には、あらかじ

めそのことを第４種ＩＰセントレックス契約者にお知らせします。  

 ５  第４種ＩＰセントレックス契約者がＩＰ利用回線を介して他の電気通信設備に接

続する場合であって、固定通信番号総合品質を維持することが困難であると当社が

判断したときは、音声通信番号又は固定通信番号の全部又は一部の付与を廃止する

ことがあります。  
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（内線番号の指定）  

第 40 条の 18 当社は、第４種ＩＰセントレックス契約者から内線番号を指定していた

だきます。この場合、内線番号の数は、その第４種ＩＰセントレックス契約に係る

内線数と同数とします。  

 ２  第４種ＩＰセントレックス契約者は、内線番号を変更することができます。この

場合の取扱いは、前項の規定に準ずるものとします。  

 ３  内線番号の桁数等は、当社が第４種ＩＰセントレックス契約者と協議して定めま

す。 

 

（ＩＰ利用回線による制約） 

第 40 条の 19 第４種ＩＰセントレックス契約者は、当社の電気通信事業者の契約約款

及び料金表の定めるところにより、ＩＰ利用回線を使用することができない場合に

おいては、第４種ＩＰセントレックスサービスを利用することができません。  

 

（内線番号数の変更）  

第 40 条の 20 第４種ＩＰセントレックス契約者は、ＩＰ利用回線の終端に所属する内

線番号数の変更の請求をすることができます。  

 ２  前項の請求があったときは、当社は、第 40 条の 16（第４種ＩＰセントレックス

契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。  

 

（第４種ＩＰセントレックス契約者の発信内線番号通知）  

第 40 条の 21 ＩＰセントレックスグループに係るＩＰ利用回線相互間の通信について

は、発信元の内線番号を着信先に通知します。  

 

（その他の提供条件）  

第 40 条の 22 当社は第４種ＩＰセントレックス契約者の内線端末及びその他音声通信

に係わる自営端末装置のＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定められてい

るアドレスをいいます。）を、当社が別に定めるところにより付与及び設定管理する

ものとします。  

２  利用権の譲渡の禁止、第４種ＩＰセントレックス契約者が行う第４種ＩＰセント

レックス契約の解除及び当社が行う第４種ＩＰセントレックス契約の解除の取扱い

については、第１種ＩＰ電話サ－ビスの場合に準ずるものとします。  

３  第４種ＩＰセントレックス契約者が行う第４種ＩＰセントレックス契約の解除の

取扱いについては、第２種ＩＰ電話サ－ビスの場合に準ずるものとします。  

 ４  前二項に定めるほか、第４種ＩＰセントレックス契約に関するその他の提供条件

については、別記２、３及び２０に定めるところによります。  
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第５章 付加機能 

 

（付加機能の提供）  

第４１条  当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第１表

（料金）に定めるところにより付加機能を提供します。  

(1)付加機能を提供することが技術上著しく困難なとき。  

(2)付加機能の提供を請求した契約者のＩＰ電話サービスに係る料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。  

(3)付加機能の提供を請求した契約者が第４７条（利用停止）の規定のいずれかに該

当し、ＩＰ電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあ

るとき。  

(4)付加機能の提供を請求した契約者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約

申込書を提出したとき。  

(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。  

(6)警察機関から当社に対して特殊詐欺に関与したとして付加機能の提供の請求の承

諾をしない旨の要請があった者と付加機能の提供を請求した契約者が同一の者であ

るとき。  

２  当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止

を行うことがあります。  

３  付加機能の利用の請求に基づき、当社が別に定める日をもって付加機能の提供を

開始した日とします。  

４  当社は、付加機能を利用することに伴い発生する損害については、責任を負いま

せん。 

  

（付加機能の利用の一時中断）  

第４２条  当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断

（その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにす

ることをいいます。以下同じとします。）を行います。  

 ２  ただし、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところに

よります。  

 

（付加機能の廃止）  

第４３条  当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、ＩＰ電話契約の解除

又は付加機能の廃止の申出があった場合には、付加機能を廃止します。  

２  当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用

の廃止を行うことがあります。  
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第６章 端末設備の提供等 

 

（端末設備の提供）  

第４４条  当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、

端末設備（料金表に定めるコードレス端末設備、内線端末設備及び音声通信アダプ

タをいいます。以下同じとします。）を提供します。  

２  当社は、前項の規定により提供する端末設備（料金表第１表（料金）に定める内

線端末設備又は音声通信アダプタに限ります。）が、ＩＰ利用回線に接続されている

場合においてはその状態の監視又はＩＰセントレックスサービスの利用に必要な設

定を遠隔にて行うことがあります。契約者は、これに承諾していただきます。  

 

（音声通信番号の登録等）  

第４５条  当社は、次の場合には、端末設備（料金表第１表（料金）に定めるコードレ

ス端末設備に限ります。以下この条において同じとします。）について、音声通信番

号その他の情報の登録、変更又は消去（以下「音声通信番号の登録等」といいま

す。）を行います。  

  (1)ＩＰセントレックス契約者からの請求により端末設備を提供するとき。  

  (2)ＩＰセントレックス契約の解除があったとき。  

  (3)当社が提供する端末設備の廃止があったとき。  

  (4)その他、ＩＰセントレックス契約者から音声通信番号の登録等を変更する要請が

あったとき。  

２  前項の規定によるほか、当社は第２３条（第１種ＩＰセントレックスサービスの

音声通信番号）第２項、第３５条（第２種ＩＰセントレックスサービスの音声通信

番号及び固定通信番号）第３項、第４０条の７（第３種ＩＰセントレックスサービ

スの音声通信番号）、第 40 条の 17（第４種ＩＰセントレックスサービスの音声通信

番号及び固定通信番号）又は第６６条（修理又は復旧の順位）注釈の規定により、

音声通信番号を変更する場合は、音声通信番号等の登録等を行います。  
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第７章 利用中止及び利用停止 

 

（利用中止）  

第４６条  当社は、次の場合には、ＩＰ電話サービスの利用を中止することがありま

す。 

   (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。  

   (2) 第５２条（音声通信利用等の制限）の規定により、音声通信利用を中止する

とき。 

   (3)特定のＩＰ利用回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取りやめ

ることをいいます。以下同じとします。）を発生させることにより、現に音声通信

がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。  

   (4)ＩＰ利用回線が利用中止になったとき。  

 ２  当社は、前項の規定によりＩＰ電話サービスの利用を中止するときは、あらかじ

めそのことを契約者にお知らせします。  

   ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。  

 

（利用停止）  

第４７条  当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定め

る期間（そのＩＰ電話サービスに係る料金その他の債務（この約款の規定により、

支払いを要することとなったＩＰ電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は

割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）が支払

われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第６号に該当す

るときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請がある

までの間（警察機関から当社に対して、利用を停止する期間を延長する旨の要請が

あった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が６か月を超え、警

察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間

とします。））、そのＩＰ電話サービスの利用を停止することがあります。  

   (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。  

   (2) 第７０条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたと

き。 

   (3) ＩＰ利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第１種電気

通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る

電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。  

   (4) ＩＰ利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異

常がある場合、その他電気通信サ－ビスの円滑な提供に支障がある場合に当社が

行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合し

ていると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をＩＰ利用回線か

ら取りはずさなかったとき。  

   (5)ＩＰ利用回線に係る他契約約款の規定によりそのＩＰ利用回線が利用停止とな

ったとき。  

   (6)契約者が当社と契約を締結しているＩＰ電話サービスについて、警察機関から

当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、そのＩＰ電話サービスの利用を停

止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用で

きない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。   

 ２  当社は、前項の規定によりＩＰ電話サービスの利用停止をするときは、あらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。ただし、本条

第１項第２号により、ＩＰ電話サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむ

を得ない場合は、この限りでありません。  

 ３  契約者は、第１項第６号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話

番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。  



21 

（接続休止）  

第４８条  当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除

若しくは協定事業者の電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設

備に係る相互接続音声通信を行うことができません。  

 ２  前項の場合に、契約者が相互接続音声通信を全く利用できなくなったときは、当

社は、ＩＰ電話サ－ビスの接続休止を行います。ただし、そのＩＰ電話サービスに

ついて、契約者からＩＰ電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありま

せん。 

 ３  当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめその契

約者又にそのことをお知らせします。  

 ４  第２項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、そ

の接続休止の期間を経過した日において、ＩＰ電話契約は、解除されたものとして

取り扱います。この場合は、その契約者にそのことをお知らせします。   
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第８章 通信 

 

 第１節  音声通信の種類等  

 

（音声通信の種類）  

第４９条  音声通信の種類は、料金表に定めるところによります。  

 

（音声通信の品質）  

第５０条  ＩＰ電話サービスに係る音声通信の総合品質は、その音声通信の提供を受け

ているＩＰ利用回線の利用形態等により変動することがあります。  

 

（相互接続音声通信）  

第５１条  相互接続音声通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた音声通信に限り行

うことができるものとします。  

 ２  相互接続音声通信を行うことができる地域（以下「接続対象地域」といいます。）

は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。  

 

 第２節  通信利用の制限  

 

（音声通信利用等の制限）  

第５２条  当社は、ＩＰ電話サービスに係る通信（音声通信、映像情報通信及び内線通

話をいいます。以下この条において同じとします。）が著しくふくそうし、ＩＰ電話

サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変そ

の他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救

援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を

内容とするＩＰ電話サービスに係る通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項

を内容とするＩＰ電話サービスに係る通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機

関で利用しているＩＰ電話サービス（当社がそれらの機関との協議により定めたも

のに限ります。）以外のものによるＩＰ電話サービスに係る通信の利用を中止する措

置（特定の地域のＩＰ利用回線等へのＩＰ電話サービスに係る通信を中止する措置

を含みます。）をとることがあります。  

 

機     関    名  

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給に直接関係がある機関 

水道の供給に直接関係がある機関 

ガスの供給に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記１３に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 
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 ２  通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないときがあります。  

 ３  音声通信は、通信の相手先が別記７に定める通信を利用している場合は、利用す

ることができません。  

 

（通信時間等の制限）  

第５３条  前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき

は、通信時間又は特定の地域のＩＰ利用回線等への音声通信の利用を制限すること

があります。  

 

 第３節  通信時間の測定等  

 

（通信時間の測定等）  

第５４条  音声通信に係る通信時間の測定等については、料金表に定めるところにより

ます。 

 

 第４節  発信音声通信番号通知  

 

（発信音声通信番号通知）  

第５５条  ＩＰ利用回線からＩＰ利用回線等への音声通信又は内線通話（以下この条に

おいて「音声通信等」といいます。）については、そのＩＰ電話契約に係る固定通信

番号、音声通信番号又は内線番号（以下この条において「音声通信番号等」といい

ます。）を着信先のＩＰ利用回線等又は内線端末へ通知します。  

   ただし、次の音声通信等については、この限りでありません。  

  (1) 音声通信等の発信に先立ち、「１８４」をダイヤルして行う音声通信等  

  (2) 発信音声通信番号非通知機能の提供を受けている音声通信番号に係る自営端末

設備から行う音声通信等（当社が別に定める方法により行う音声通信等を除きま

す。） 

  (3) 契約者が、自らのソフトウェアの設定を行うことにより通知しない設定を行っ

たとき（音声通信の発信に先立ち「１８６」をダイヤルした場合を除きます。）  

  (4)その他当社が別に定める場合  

 ２  前項の規定に係わらず、番号規則別表第１２号に規定する緊急通報に関する電気

通信番号に対して行う通信については、その発信固定通信番号等（発信固定通信番

号、その通信の発信元に係る契約者の氏名若しくは名称、並びに住所若しくは居所

をいいます。）を着信先のＩＰ利用回線等へ通知することがあります。  

３  前項の場合において、電気通信番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知

しないことに伴い発生する損害については、第 67 条（責任の制限）の規定に該当す

る場合に限り、その規定により責任を負います。  

 

  （注１）本条第１項第２号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信等

は、音声通信等の発信に先立ち「１８６」をダイヤルして行う音声通信等としま

す。 

  （注２）契約者は、本条第１項の規定等により通知を受けた音声通信番号等の利用

にあたっては、総務省の定める「発信者番号通知サービスの利用における発信者

個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。  
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第９章 料金等 

 

 第１節  料金及び工事に関する費用  

 

（料金及び工事に関する費用）  

第５６条  当社が提供するＩＰ電話サービスの料金は、基本料金及び通信料金とし、料

金表に定めるところによります。  

 ２  当社が提供するＩＰ電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に

定めるところによります。  

  （注）本条第１項に規定する基本料金は、当社が提供するＩＰ電話サービスの態様

に応じて、基本料、付加機能使用料、端末設備使用料、ユニバーサルサービス料

及び電話リレーサービス料を合算したものとします。  

 

 第２節  料金等の支払義務  

 

（基本料金の支払義務）  

第５７条  契約者は、その契約に基づいて当社がＩＰ電話サービス又は付加機能の提供を

開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提

供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日間としま

す。）について、料金表第１表第１（基本料金）に規定する基本料金を支払っていた

だきます。  

 ２  前項の期間において、利用の一時中断等によりＩＰ電話サービスを利用すること

ができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。  

   (1) 次の場合には、契約者は、その期間中の基本料金を支払っていただきます。  

    ア  利用の一時中断をしたとき。  

    イ  利用停止があったとき。  

   (2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ＩＰ電

話サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払っていただきます。  

区           別 支払いを要しない料金  

１  契約者の責めによらない理由により、

そのＩＰ電話サービスを全く利用できな

い状態（その契約に係る電気通信設備に

よる全ての音声通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。以下この表に

おいて同じとします。）が生じた場合

（２欄又は３欄に該当する場合を除きま

す。）に、そのことを当社が知った時刻

から起算して、 24 時間以上その状態が連

続したとき。  

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（ 24 時間の倍数である部

分に限ります。）について、 24 時間ごと

に日数を計算し、その日数に対応するそ

のＩＰ電話サービスについての料金  

２  当社の故意又は重大な過失によりその

ＩＰ電話サービスを全く利用できない状

態が生じたとき。  

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間について、その時間に対

応するそのＩＰ電話サービスについての

料金 

３  種類の変更に伴って、ＩＰ電話サービ

スを利用できなくなった  期間が生じた

とき（契約者の都合によりＩＰ電話サー

ビスを利用しなかった場合であって、そ

利用できなくなった日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの日数

に対応するそのＩＰ電話サービスについ

ての料金  
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の音声通信番号を保留したときを除きま

す。）。 

４  ＩＰ電話サービスの接続休止をしたと

き。 

接続休止をした日から起算し、再び利用で

きる状態とした日の前日までの日数に対

応するそのＩＰ電話サービスについての

料金 

 ３  当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これ

をお返しします。  

 

（通信料金の支払義務）  

第５８条  契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに

基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。  

  ２  相互接続音声通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第５

節（相互接続音声通信の料金の取扱い等）に規定するところによります。  

 ３  契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが

できなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていた

だきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事

情を参酌するものとします。  

 

（工事費の支払義務）  

第５９条  契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき

は、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。  

   ただし、工事の完了前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この

条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この

場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これをお返しします。  

 ２  工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者

は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、そ

の工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費

用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。  

 

 第３節  料金の計算等  

 

 （料金の計算等）  

第６０条  料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定

めるところによります。  

 

 第４節  割増金及び遅延損害金  

 

（割増金）  

第６１条  契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に

相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により

支払っていただきます。  

 

（遅延損害金）  

第６２条  契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）について、支払期日

を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日ま

での期間について、年 10％の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定

める方法により支払っていただきます。  
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   ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限

りでありません。  

 

 第５節  相互接続音声通信の料金の取扱い等  

 

（相互接続音声通信の料金の取扱い等）  

第６３条  契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表

に定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金を支払っていただきます。  

 ２  前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定又はその請求について

は、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについて

は、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。  

 

（協定事業者が定める相互接続音声通信の料金等の滞納措置） 

第６３条の２  当社は、契約者が、第６３条（相互接続音声通信の料金の取扱い）の規

定により、協定事業者が定める相互接続音声通信の料金のうち当社が請求すること

となる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、そのＩＰ利用回線の

電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがありま

す。 

 

（協定事業者に係る債権の譲受等） 

第６３条の３  協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、そ

の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権

を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協

定事業者は、契約者への個別の通知又は債権譲渡の請求を省略するものとします。  

 ２  前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するＩＰ電話サービ

スの料金とみなして取扱します。  
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第１０章 保 守 

 

（契約者の維持責任）  

第６４条  契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよ

う維持していただきます。  

 ２  契約者（ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。）

は、総合品質を維持していただきます。  

 

（契約者の切分責任）  

第６５条  契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がＩＰ利用回線等に接続され

ている場合であって、ＩＰ利用回線等その他当社の電気通信設備を利用することが

できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないこと

を確認のうえ、当社に修理の請求をして頂きます。  

 ２  前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱局

において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。  

 ３  当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した

場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営

端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相

当額を加算した額を支払っていただきます。  

 

（修理又は復旧の順位）  

第６６条  当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その

全部を修理し、又は復旧することができないときは、第５２条（音声通信利用等の

制限）の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従

ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及

び第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議によ

り定めたものに限ります。  

順  位 修理又は復旧する電気通信設備  

１  気象機関に設置されるもの  

水防機関に設置されるもの  

消防機関に設置されるもの  

災害救助機関に設置されるもの  

秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの  

防衛機関に設置されるもの  

海上の保安に直接関係がある機関  

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの  

電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

２  水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

選挙管理機関に設置されるもの  

別記１３に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関  

に設置されるもの  

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの  

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの

（第１順位となるものを除きます。）  

３  第１順位及び第２順位に該当しないもの  
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 （注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅

失したＩＰ利用回線について、暫定的にその音声通信番号を変更することが有り

ます。 
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第１１章  損害賠償 

 

（責任の制限）  

第６７条  当社は、ＩＰ電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者

の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、そのＩＰ電話サービ

スが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以

上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。  

 ２  前項の場合において、当社は、ＩＰ電話サービスが全く利用できない状態にある

ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（ 24 時間の倍数である部分

に限ります。）について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのＩＰ

電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠

償します。  

   (1) 料金表第１表第１（基本料金）に規定する料金  

   (2) 料金表第１表第２（通信料金）に規定する料金（ＩＰ電話サービスを全く利用でき

ない状態が連続した期間の初日の属する料金月（１の暦月の起算日（当社が契約

ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの

間をいいます。以下同じとします。）の前６料金月における１日平均の通信料金  

(前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法によ

り算出した額）により算出します。 ) 

 ３  当社の故意又は重大な過失によりＩＰ電話サービスの提供をしなかったときは、

前２項の規定は適用しません。  

  （注１）本条第２項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則と

して、電話サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる

期間における１日平均の通信料金とします。  

  （注２）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、

料金表通則の規定に準じて取扱います。  

 

（免  責） 

第６８条  当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ＩＰ

セントレックス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合

に、その損害が当社の責めに帰すべき理由によるものでないとき、その損害を賠償

しません。  

 ２  当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は

変更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっ

ても、その改造等に要する費用については負担しません。  
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第１２章 雑 則 

 

（承諾の限界）  

第６９条  当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾する

ことが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の

遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、そ

の理由を請求した契約者にお知らせします。  

   ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところにより

ます。 

 

（他の電気通信事業者との利用契約の締結）  

第６９条の２ 第２種ＩＰセントレックス契約の申込みの承諾を受けた者は、別記１９

に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金表等の規定に基づい

て、その電気通信事業者と別記１９に定める利用契約を締結したことになりま

す。 

 ただし、第２種ＩＰセントレックス契約の申込みの承諾を受けた者から、その

電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったとき

は、この限りではありません。  

 ２  前項の規定により、利用契約を締結した第２種ＩＰセントレックス契約の申込み

の承諾を受けた者は、そのＩＰ利用回線において該当する電気通信事業者に係る

電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料

金表等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。  

   ただし、その第２種ＩＰセントレックス契約の申込みの承諾を受けた者は、その

利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その

利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款及び料金表等に基づい

て、その料金の支払いを要することがあります。  

 

（協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行）  

第６９条の３  当社は、第２種ＩＰセントレックス契約者から申出があったときは、次

の場合に限り、当社が協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。以下

この条において同じとします。）の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者

に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、そ

の協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行う

ことがあります。  

  (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現

に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。  

  (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。  

  (3)その他当社の業務遂行上支障がないとき。  

２  前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契

約者が当社が定める支払期日を超過してもなお支払わないときは、当社は、前項

に規定する取扱いを廃止します。  

 

（利用に係る契約者の義務）  

第７０条  契約者は、次のことを守っていただきます。  

  (1)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を

与える行為を行わないこと。  

  (2)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、音声通

信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。  



31 

(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステ

ムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い､商業的宣伝又は勧誘の通信をす

る若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為等を行わないこと。  

(4)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、

他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為をしないこと。  

  (5)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末

設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。  

  (6)当社が提供している端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。  

  (7) ＩＰ電話サービス契約に係るＩＰ利用回線の契約を締結している場所と異なる

場所で端末設備を利用しないこと。  

  (8)  契約者は、ＩＰ電話サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供す

る場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告するこ

と。 

  (9)  契約者は、ＩＰ電話サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供す

る場合は、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）を遵守すること。  

 ２  契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、

当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って

いただきます。  

 

（ＩＰセントレックス契約者からの電気通信設備の設置場所の提供等）  

第７０条の２  当社が提供する電気通信設備のある構内（これに準ずる区域内を含みま

す。）又は建物内において、当社がＩＰ利用回線の一端（ＩＰ利用回線に係るもの及

び相互接続点に係るものを除きます。）に接続する電気通信設備を設置するために必

要な場所は、そのＩＰセントレックス契約者から提供していただきます。  

 ２  当社がＩＰセントレックス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気

は、ＩＰセントレックス契約者から提供していただくことがあります。  

 ３  ＩＰセントレックス契約者は、当社が提供する電気通信設備のある構内（これに

準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するた

めに管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担により特別

な設備を設置して頂きます。  

 ４  当社は、当社が提供する電気通信設備を設置するために、ＩＰセントレックス契

約者の構内の設備に変更を加えることがあります。この場合、ＩＰセントレックス

契約の解除があったときは、ＩＰセントレックス契約者の構内の設備を当社が可能

な範囲で原状に回復します。  

 

（端末設備の返却）  

第７１条  当社の端末設備の提供を受けているＩＰセントレックス契約者は、次の場合

には、その端末設備を当社が指定するサービス取扱所へ速やかに返却していただき

ます。 

  (1)そのＩＰセントレックス契約の解除があったとき。  

  (2)端末設備の種類等の変更を請求し、その承諾を受けたとき。  

  (3)当社の端末設備を廃止したとき。  

  (4)その他ＩＰセントレックス契約の内容の変更に伴い、そのＩＰセントレックス契

約に係る端末設備を利用しなくなったとき。  

 

（工事のための端末設備等の持込み）  

第７２条  ＩＰセントレックス契約者は、次の場合には、その端末設備又は自営電気通

信設備を当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する

場所へ持ち込んでいただきます。  
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  (1)当社が提供する端末設備の設置、種類等の変更、移転、取りはずし、修理等の工

事を行うとき。  

  (2)別記８（自営端末設備の接続）又は別記９（自営端末設備に異常がある場合等の

検査）の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。  

 

（契約者の氏名等の通知等） 

第７３条  当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者（その協定事業者と相

互接続音声通信に係る契約を締結している者に限ります。）の氏名、住所及び固定通

信番号をその協定事業者に通知することがあります。  

 ２  番号ポータビリティの利用を希望する契約者（第２種ＩＰセントレックスサービ

ス契約者及び第４種ＩＰセントレックスサービス契約者に限ります。以下この条に

おいて同じとします。）は、当社がその手続きを行うに当たり、その契約者からの申

出の可否を判断するために、その取扱いに関わる電話事業者との間で、その固定通

信番号に係る契約の契約者の氏名及び住所等のその手続きに必要な情報を相互に開

示し、又は照会することを承諾していただきます。  

 

（番号ポータビリティ）  

第７３条の２ 契約者（第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセン

トレックスサービス契約者に限ります。以下この条において同じとします。）が、電

話事業者から提供を受けている固定通信番号について、番号ポータビリティを利用

してその電話事業者から当社に変更を希望するときは、その旨を当社が定める方法

により申し出ていただきます。この場合において、その申出をできる者は、固定通

信番号の提供を受けている電話事業者との間でその固定通信番号に係る契約を締結

している者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）に限りま

す。 

   ただし、当社は次のいずれかに該当する場合は、その申し出を承諾しないことが

あります。  

（１）番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき  

（２）契約者が電話事業者から提供を受けている固定電気通信番号の番号区画が変更と

なるとき  

（３）電話事業者の業務の遂行上支障があるとき  

（４）その他当社の業務の遂行上支障があるとき  

 ２  番号ポータビリティに関するその他の提供条件については、当社が別に定めると

ころによります。  

 

（電話帳への掲載）  

第７４条  当社は第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセントレッ

クスサービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、当

社が付与した固定通信番号を電話帳（ NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社が

発行する電話帳をいいます。以下同じとします。）に掲載します。  

  （注）別に定めるところは、別記１４から１６に定めるところによります。  

 

（電話番号案内）  

第７５条  当社は、第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセントレ

ックスサービス契約者から請求があったときは、当社が付与した固定通信番号を、

当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行

います。  

  （注）電話帳への掲載を省略されているもの（契約者から案内を行ってほしい旨の

請求があるものを除きます。）については固定通信番号の案内は行いません。  

 



33 

（番号情報の提供）  

第７６条  当社は、当社の番号情報（電話帳記載又は電話番号案内に必要な情報（第７

４条（電話帳への掲載）及び第７５条（電話番号案内）の規定により電話帳掲載及

び電話番号案内を行うこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。）をいいま

す。以下この条において同じとします。）について、番号情報データベース（番号情

報を収容するために NTT 西日本株式会社が設置するデータベース設備をいいます。

以下同じとします。）に登録します。  

 ２  前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する

NTT 西日本株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信

事業者等（当社が別に定める者に限ります。）に提供します。  

  （注１）当社が別に定める者は、 NTT 西日本株式会社との間の相互接続協定又は相

互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情

報を利用する事業者をいいます。  

  （注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供しま

す。 

  （注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関す

るガイドライン（令和６年３月１２日個人情報保護委員会・総務省告示第４

号））」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事

業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。  

  （注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の

目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。  

 

（相互接続番号案内）  

第７７条  第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセントレックスサ

ービス契約者は、ＩＰ利用回線から相互接続番号案内（相互接続点を介して当社が

別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用する

ことをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。  

 ２  相互接続番号案内への接続は固定通信番号の利用に限ります。  

   （注）当社が別に定める協定事業者は NTT 東日本株式会社、 NTT 西日本株式会社

及びアルティウスリンク株式会社とします。 

 

（相互接続番号案内料金の支払義務）  

第７８条  第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセントレックスサ

ービス契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第１表第２（通信料金）

に規定する相互接続番号案内への着信に係るもの料金の支払いを要します。  

 ２  契約者は、そのＩＰ利用回線により契約者以外の者が行った通信に係る相互接続

番号案内への着信に係るもの料金についても、当社に責任を負わなければなりませ

ん。 

 

（時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス）  

第７８条の２  削除 

 ２  当社が別に定める協定事業者の時報サービスとの接続を提供します。  

区分 内容 電気通信番号  

時報サービス  日本中央標準時に準拠した時刻を通知す

るサービス  

１１７ 

 ３  第２種ＩＰセントレックスサービス契約者及び第４種ＩＰセントレックスサービ

ス契約者の固定通信番号での発信に限り、当社が別に定める協定事業者の災害用伝

言ダイヤルサービスとの接続を提供します。  
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区分 内容 電気通信番号  

災害用伝言ダイヤルサ

ービス 

災害が発生した場合等に、協定事業者の

定める通話について、メッセージの蓄

積、再生等を行うサービス  

１７１ 

４  時報サービスは、１の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻か

ら起算し、一定の時間をもって、その通話を打ち切ります。  

（注１）削除 

（注２）本条第２項の当社が別に定める協定事業者はＫＤＤＩ株式会社とします。 

（注３）本条第３項の当社が別に定める協定事業者は NTT 東日本株式会社及び NTT 西

日本株式会社とします。  

 

（電報サービスの利用）  

第７８条の３  契約者（固定通信番号を利用する第２種ＩＰセントレックスサービス契

約者及び第４種ＩＰセントレックスサービス契約者に限ります。以下この条におい

て同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報

サービスを利用することができます。  

 ２  契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が

協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、契約

者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。  

 ３  前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金

表の定めに基づき算定した額とし、その他の取扱いについては、この約款の定める

ところによります。  

 （注）当社が別に定める協定事業者は NTT 西日本株式会社とします。  

 

（契約者に係る情報の利用）  

第７９条  当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居住

又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係

る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協

定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用

します。  

   なお、ＩＰ電話サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が

公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。  

 （注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託

している者に提供する場合を含みます。  

 

（法令に規定する事項）  

第８０条  ＩＰ電話サ－ビスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項について

は、その定めるところによります。  

  （注）法令に定めのある事項については、別記８から１２に定めるところによりま

す。 

 

（本邦外における取扱制限）  

第８１条  ＩＰ電話サービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事

業者の定める契約約款等により制限されることがあります。  

 

（閲覧）  

第８２条  この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社

は閲覧に供します。  
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別  記 

 

１   ＩＰ電話サ－ビスの提供区域等  

 (1)ＩＰ電話サ－ビスは、次に掲げる県の区域において提供します。  

サービスの種類  県  の 区  域 

第１種ＩＰ電話サービス  

 

愛知県、静岡県（富士川以西）、三重県、岐阜

県、長野県  

第１種ＩＰセントレックスサービス  全国 

第２種ＩＰセントレックスサービス  全国。ただし、固定通信番号を付与する県の区域

は、愛知県、静岡県（富士川以西）、三重県、岐

阜県及び長野県とします。  

第３種ＩＰセントレックスサービス  愛知県 

第４種ＩＰセントレックスサービス  全国。ただし、固定通信番号を付与する県の区域

は、愛知県、静岡県（富士川以西）、三重県、岐

阜県及び長野県とします。  

 (2)当社のＩＰ電話サービスは、次の区間において提供します。  

  ア ＩＰ利用回線相互間  

  イ ＩＰ利用回線とサービス接続点  

  ウ ＩＰ利用回線と相互接続点  

 

２   契約者の地位の承継  

 (1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後

存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添え

て、サービス取扱所に通知していただきます。  

 (2)(1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に

対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様と

します。  

 (3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者の

うちの１人を代表者として取り扱います。  

 

３   契約者の氏名等の変更  

 (1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があっ

たときは、速やかにサービス取扱所に通知していただきます。  

 (2)契約者は、ＩＰ利用回線に係る契約者連絡先電話番号に変更又は廃止があったとき

は、そのことを速やかにサービス取扱所に通知していただきます。  

   ただし、変更又は廃止があったにもかかわらず契約者が通知を怠り、当社が当該

事実を知ったときは、当該事実に関する変更又は廃止に係る通知があったものとみ

なします。  

 (3)(1)若しくは (2)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する

書類を提示していただくことがあります。  

 

４  相互接続通話の料金の取扱い  

 別記６（相互接続通話の接続形態と料金の取扱い）に規定する接続形態により行なわ

れる相互接続通話の料金は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて別記

６に規定する料金設定事業者がその契約約款及び料金表において定めるものとし、料金

の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記６に定めるところによります。  
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５  相互接続通話に係る協定事業者  

協定事業者  内容 

端末系事業者  固定通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定

事業者 

中継事業者  番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号を用いて電気

通信サービスを提供する協定事業者  

携帯・自動車電話事業者  無線設備規則第３条第１号に規定する携帯無線通信による電

気通信サービスを提供する協定事業者  

IP 電話事業者  音声通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業

者  

 

６  相互接続通話の接続形態と料金の取扱い  

 

接続形態  

 

料金を定

める事業

者  

料金を

請求す

る事業

者  

料金の支払

いを要する

者  

料金に関す

るその他

の取扱い  

備考 

１  

 

発信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

着信側の電

気通信設

備：端末

系事業者

（当社の

ＩＰ利用

回線を含

みます。）  

(1) (2)以

外の場合  

当社 

 

 

同左 

 

 

その通話の

発信に係る

IP 利用回

線の契約者  

この約款の

定めると

ころによ

ります。  

 

 

 

(2)番号規則

別表第２号

に規定する

電気通信番

号を使用し

て通話を行

った場合  

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者

又は端末

系事業者  

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

又は端末系

事業者の契

約約款等に

規定する者  

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

事業者又

は端末系

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

によりま

す。 

固定通

信番

号で

の発

信に

限り

ま

す。 

２  発信側の電

気通信設

備：端末

系事業者  

着信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

 

 

(1) (2)～

(3)以外の

場合  

端末系事

業者 

同左 その端末系

事業者の契

約約款及び

料金表に規

定する者  

その端末系

事業者の

契約約款

及び料金

表に定め

るところ

によりま

す  

 

(2)番号規則

別表第 10

号に規定す

る電気通信

その電気

通信番号

の指定を

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

固定通

信番

号で

の着
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番号を使用

して通話を

行った場合  

受けた中

継事業者  

の契約約款

等に規定す

る者 

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

によりま

す。 

信に

限り

ま

す。 

(3)番号規則

別表第２号

に規定する

電気通信番

号を使用し

て通話を行

った場合  

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者  

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

の契約約款

等に規定す

る者 

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

によりま

す。 

固定通

信番

号で

の着

信に

限り

ま

す。 

３  発信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

着信側の電

気通信設

備：携

帯・自動

車電話事

業者に係

る電気通

信設備 

(1) (2)以

外の場合  

当社 

 

 

同左 

 

 

その通話の

発信に係る

IP 利用回

線の契約者  

この約款の

定めると

ころによ

ります。  

 

 

 

(2)当社が別

に定める通

話を行った

場合  

携帯・自

動車電話

事業者 

同左 その携帯・

自動車電話

事業者の契

約約款及び

料金表に規

定する者  

その携帯・

自動車電

話事業者

の契約約

款及び料

金表に定

めるとこ

ろにより

ます。 

 

４  発信側の電

気通信設

備：携

帯・自動

車電話事

業者に係

る電気通

信設備 

着信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

 

(1) (2)以

外の場合  

携帯・自

動車電話

事業者 

同左 その携帯・

自動車電話

事業者の契

約約款及び

料金表に規

定する者  

その携帯・

自動車電

話事業者

の契約約

款及び料

金表に定

めるとこ

ろにより

ます。 

 

(2)番号規則

別表第２号

に規定する

電気通信番

号を使用し

て通話を行

った場合  

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者  

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

の契約約款

等に規定す

る者 

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

固定通

信番

号で

の着

信に

限り

ま

す。 
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によりま

す。 

５  削除      

６  削除      

７  発信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

着信側の電

気通信設

備： IP 

電話事業

者に係る

電気通信

設備 

(1) (2)以

外の場合  

当社 

 

 

同左 

 

 

その通話の

発信に係る

IP 利用回

線の契約者  

この約款の

定めると

ころによ

ります。  

 

(2)番号規則

別表第２号

に規定する

電気通信番

号を使用し

て通話を行

った場合  

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者

又は端末

系事業者  

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

又は端末系

事業者の契

約約款等に

規定する者  

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

事業者又

は端末系

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

によりま

す。 

固定通

信番

号で

の発

着信

に限

りま

す。 

８  発信側の電

気通信設

備： IP 電

話事業者

に係る電

気通信設

備  

着信側の電

気通信設

備：当社

のＩＰ利

用回線 

 

(1) (2)以

外の場合  

IP 電話事

業者 

同左 その IP 電話

事業者の契

約約款及び

料金表に規

定する者  

その IP 電

話事業者

の契約約

款及び料

金表に定

めるとこ

ろにより

ます。 

 

(2)番号規則

別表第２号

に規定する

電気通信番

号を使用し

て通話を行

った場合  

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者  

同左 その電気通

信番号の指

定を受けた

中継事業者

の契約約款

等に規定す

る者 

その電気通

信番号の

指定を受

けた中継

事業者の

契約約款

等に定め

るところ

によりま

す。 

固定通

信番

号で

の発

着信

に限

りま

す。 

 

７  音声通信が利用できない通信の相手先  

 (1)緊急通報に関する電気通信番号を利用した通信  

 (2)事業者識別番号（番号規則別表第 10 号に規定するものとします。）に係る電気通信

番号を利用した通信  

 (3)その他当社が定める通信  

 

８   自営端末設備の接続  
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 (1)契約者は、そのＩＰ利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備

を介して、そのＩＰ利用回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その接続

の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第１項に規定する技

術基準適合認定を受けた端末機器（端末機器の技術基準適合認定に関する規則（昭

和 60 年郵政省令第 29 号）第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。又は

技術基準等に適合することについて指定認定機関（事業法施行規則第 32 条第１項第

５号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。）の認定を受けた端末機器以外の自

営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をし

ていただきます。  

 (2)当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。  

  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。  

  イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。  

 (3)当社は、 (2)の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合

するかどうかの検査を行います。  

  ア 事業法第 53 条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する

とき。 

  イ 事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するとき。  

 (4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。  

 (5)契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第

28 号。以下「工事担任者規則」といいます。）第４条で定める種類の工事担任者資格

者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に

監督させる必要があります。  

   ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。  

 (6)契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、 (1)から (5)の規定に準じ

て取り扱います。  

 (7)契約者は、そのＩＰ利用回線に接続されている自営端末設備をとりはずしたとき

は、当社に通知していただきます。  

 

９   自営端末設備に異常がある場合等の検査  

 (1)当社は、ＩＰ利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービ

スの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営

端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めること

があります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第

32 条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。  

 (2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。  

 (3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められな

いときは、契約者は、その自営端末設備をＩＰ利用回線から取りはずしていただき

ます。 

 

10  自営電気通信設備の接続  

 (1)契約者は、そのＩＰ利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備

を介して、そのＩＰ利用回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社

所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。  

 (2)当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。  

  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。  

  イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについ

て、事業法第 70 条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。  

 (3)当社は、 (2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該

当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。  

 (4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。  
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 (5)契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則第４条で定める種類の工

事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行

わせ、又は実地に監督させる必要があります。  

   ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。  

 (6)電話契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、 (1)から (5)の規

定に準じて取り扱います。  

 (7)電話契約者は、そのＩＰ利用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずし

たときは、当社に通知していただきます。  

 

11  自営電気通信設備に異常がある場合等の検査  

  ＩＰ利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信

サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 9（自営端末設備に異

常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。  

 

12  当社の維持責任  

  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省

令第 30 号）に適合するよう維持します。  

 

13  新聞社等の基準  

区     分 基     準 

１  新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社  

 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議す

ることを目的としてあまねく発売されること。  

 (2) 発行部数が、１の題号について 8,000 部以上であること。  

２  放送事業者  電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受け

た者  

３  通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日

刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又

は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目

的とする通信社  

 

14 電話帳の普通掲載  

 (1)当社は、契約者から請求があったときは、固定通信番号１番号ごとに当社が別に定

めるところにより、電話帳に普通掲載として次の事項を記載します。  

ア  契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち１  

イ  契約者又はその契約者が指定する者の職業（協定事業者が定める職業区分によるも

のとします。）のうち１  

ウ  ＩＰ利用回線の終端のある場所（契約者又はその契約者が指定する者の住所又

は居所による掲載の請求があった場合で、当社がＩＰ利用回線の終端の場所によ

る掲載が適当でないと認めたときは、その請求があった場所）  

 (2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。  

 (3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがある

ときは、 (1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあり

ます。 

 

15 電話帳の掲載省略  

 (1)当社は、次の場合に該当するときは、別記１４（電話帳の普通掲載）の規定にか

かわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。  



42 

ア  ＩＰ利用回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であっ

て、別記１４（電話帳の普通掲載）の (1)のアからウに規定する事項に加えてそ

の端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載する

ことについて契約者の承諾が得られない場合。  

  (2)当社は、 (1)に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への

掲載を省略します。  

 

16 電話帳の重複掲載  

 (1)当社は、契約者から、普通掲載のほか、別記１４（電話帳の普通掲載）に規定する

掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載しま

す。 

ア  氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又は商品

名による掲載  

イ  普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載  

 (2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。  

 (3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある

ときは、 (1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあり

ます。 

 (4)契約者は、 (1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表第１（重複掲

載料）に規定する料金の支払いを要します。  

 

17 料金明細内訳書の送付  

 (1)当社は、ＩＰ利用回線に係る通話の料金明細内訳を記録しているＩＰ利用回線につ

いて、契約者から請求があったときは、通話料金明細内訳書を送付します。  

 (2)契約者は、 (1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表第２（料金明

細内訳の送付手数料）に規定する料金の支払いを要します。  

 

18 総合品質  

(1) 当社は、音声通信番号総合品質として下記の通り定めます。  

ア  総合音声伝送品質値（Ｒ値）  ５０超  

イ  伝送遅延           ４００ｍｓ未満  

(2) 当社は、固定通信番号総合品質として下記の通り定めます。  

ア  総合音声伝送品質値（Ｒ値）  ８０超  

イ  伝送遅延           １５０ｍｓ未満  

 

19 他の電気通信事業者との利用契約の締結  

契約相手となる電気通信事業  契約約款の名称  

ＫＤＤＩ株式会社  
電話サービス契約約款に規定する第２種一

般電話等契約  

NTT 東日本株式会社  電話サービス契約約款  

NTT 西日本株式会社  
電話サービス契約約款、電報サービス契約

約款 

NTT ドコモビジネス株式会社  電話等サービス契約約款に規定する第２種

一般電話等契約  

ソフトバンク株式会社  電話サービス契約約款に規定する第２種デ

ィジタル中継電話サービスの第２種中継電

話等契約  
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ＩＳＤＮサービス契約約款に規定する国際

ＩＳＤＮ利用契約  

 

20 第４種ＩＰセントレックス機能  

機   能 内    容 

ア  内線電話機能  所属オンネットグループ内で、拠点内線番号又はオンネット

番号を利用して行う端末設備間の音声通信（以下、「内線通

信」といいます。）を行う機能  

イ  発信番号表示機能  ＩＰ利用回線へ通知される発信番号（発信元の電気通信番

号、拠点内線番号その他当社が別に定める番号とします。）

を受信することができるようにする機能  

ウ  発信者番号非通知

機能 

ＩＰ利用回線からダイヤルして行う音声通信について、その

ＩＰ利用回線に係る電気通信番号を着信先へ通知しないよう

にする機能  

備

考  

ア  通信の発信に先立ち、「１８６」をダイヤルして行う

通信を除きます。  

イ  番号規則別表第１２号に規定する緊急通報に係る電

気通信番号をダイヤルして行う通信については、第 49

条（発信固定通信番号通知）第２項の規定によりま

す。 

エ  発信電気通信番号

変換機能  

端末設備から発信する際の固定通信番号又はＩＰ通信番号を

ダイヤルする外線プレフィックス毎に変換する機能  

オ  発信規制機能  端末設備から発信する通信を、契約者があらかじめ指定した

条件に基づいて規制することができる機能  

カ  複数番号設定機能  端末設備に設定する固定通信番号又はＩＰ通信番号を複数設

定できる機能  

キ  識別リンギング機

能  

端末設備への着信時、その通信が内線通信と外線通信のいず

れであるかを識別し、鳴動音を変更できる機能  

ク  代表機能  １以上の端末設備について、それらの端末設備を代表する固

定通信番号、ＩＰ通信番号又は拠点内線番号（以下「内線代

表番号」といいます。）を定め、その内線代表番号により着

信があった場合に、通話中でないいずれか１の端末設備に接

続することができる機能  

ケ  ダイヤルイン機能  契約者が端末設備に設定した固定通信番号又はＩＰ通信番号

へ着信を可能とする機能  

コ  マルチライン機能  １以上の端末設備について、それらの端末設備を代表する固

定通信番号、ＩＰ通信番号又は拠点内線番号（以下「マルチ

ライン番号」といいます。）を定め、そのマルチライン番号

により着信があった場合に、複数の端末設備にて、着信状

態、通話中状態、保留状態を共有し、保留状態他において、

他端末設備で応答ができる機能  

サ  自動転送機能  その端末設備に着信する通信を、契約者があらかじめ指定し

た条件に基づいて、契約者があらかじめ指定した別の固定通
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信番号、ＩＰ通信番号又は拠点内線番号に自動的に転送する

ことができる機能  

備  

考  

契約者があらかじめ指定することのできる転送の条件に

は、次の種類があります。  

（ア）あらかじめ指定した時間帯に着信したとき  

（イ）通信中に着信したとき  

（ウ）着信に応答しないとき  

（エ）着信したとき（無条件に自動的に転送するも

の。） 

（オ）端末設備による音声通信が不可能なとき  

シ  手動転送機能  その端末設備に着信する通信を、その着信に応答後、端末設

備のフックボタン等の操作により、他の固定通信番号、ＩＰ

通信番号又は拠点内線番号に転送することができる機能  

ス  短縮ダイヤル機能  特定の通信の相手先への呼び出しを、短縮番号（第４種ＩＰ

セントレックス設備に登録された当社が定める桁数の数字で

あって、契約者があらかじめ指定したものをいいます。）を

ダイヤルすることにより行えるようにする機能であって、オ

ンネットグループ内にある端末設備の全部が、この機能を共

通に利用することができる機能  

セ  保留機能  音声通信を行っている端末設備を操作することにより、保留

音を送出し保留状態とすることができる機能  

ソ  コールパーク  その端末設備が行っている音声通信が保留状態にある場合

に、他の端末設備を操作することにより、保留状態にある音

声通信との接続が可能となる機能  

タ  コールウェイティ

ング 

音声通信を行っている端末設備への着信時、割り込み着信音

を送出し、端末設備の操作により応答できる機能  

チ  コールピックアッ

プ  

契約者があらかじめ指定したグループ（以下「ピックアップ

グループ」といいます。）に属する端末設備に着信した場

合、当該ピックアップグループに属する他の端末設備又はあ

らかじめ指定した他のピックアップグループに属する端末設

備を操作することにより、着信した通信と接続することが可

能な機能  

ツ  コンサルテーショ

ンホールド  

その端末設備の通話中に他の端末設備と打合せ通話を行い、

打合せ終了後、端末設備の操作等により、元の通話に戻るこ

とができる機能  

テ  迷惑電話防止  以下のいずれかの機能を利用可能  

（１）契約者が予め迷惑電話番号データベースに登録した電

気通信番号からの着信時に着信を自動的に拒否できる機能  

（２）契約者が予め迷惑電話番号データベースに登録した電

気通信番号からの着信のみ許可し、登録していない電話番

号からの着信を自動的に拒否できる機能  

ト  非通知着信拒否  そのＩＰ利用回線へ発信電気通信番号が通知されない着信に

対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい

旨の案内により自動的に対応する機能  
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ナ  時間帯切替機能  指定した曜日、祝日、休日、時間帯に着信した呼を契約者が

予め設定した転送先に接続するまたは予め設定したアナウン

スへ接続する機能  

ニ  Ｗｅｂカスコン機

能  

契約者がＷｅｂブラウザーを利用して、この表のアからナに

規定する第４種ＩＰセントレックス機能の設定及び変更を可

能とする機能  

ヌ  リモート接続機能  （１）ＩＰ利用回線に割当てたオンネット番号を利用して、

一時的にインターネット回線を介してＩＰセントレックス

装置に接続し、内線通信もしくは外線通信を行うことがで

きる機能  

（２）当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を

利用して、インターネットを介してＩＰセントレックス装

置に接続し、内線通信を行うことができる機能  

備考 

 第４種ＩＰセントレックス機能のその他の提供条件は、当社が別に定めるところに

よります。  

 

21 クラウドＰＢＸサービスに係る端末設備等の販売  

 (1) 当社は、契約者から請求があったときは、端末設備を販売します。この場合にお

いて、販売する端末設備の種類及び価格は、料金表第３表（附帯サービスに関する

料金）に定めるところによります。  

 (2) 当社が販売する端末設備の引渡については、当社の費用と責任において、契約者

の指定する場所に送付するものとします。  

 (3) 契約者の指定する場所への送達の完了を以って、引渡が完了されたものとしま

す。 

 (4) 契約者による端末設備の販売に係る料金の支払いを当社が確認した時点で、当社

が販売する端末設備の所有権は当社から契約者に移るものとします。  

 (5) (1)から (4)までに規定するほか、端末設備の販売等に係る代金の支払方法、消費

税相当額の加算及び延滞利息については料金表通則の規定に準じて取り扱い、その

他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。  
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通  則 

 

（料金の計算方法）  

１  当社は、契約者がその契約に基づいて支払っていただく料金を、料金月に従って計

算します。  

  ただし、当社が必要と認めるときは、通信料金について料金月によらず当社が別に定

める期間に従って随時に計算します。  

２  当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、１に規定する料金月の起算日を

変更することがあります。  

３  当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び附帯サー

ビスに関する料金のうち月額で定める料金（以下「月額料金」といいます。）をその利

用日数に応じて日割します。  

  (1) 料金月の初日以外の日にＩＰ電話サービス、付加機能又は附帯サービスの提供

の開始があったとき。  

  (2) 料金月の初日以外の日に契約の解除、付加機能又は附帯サービスの廃止があっ

たとき。  

  (3) 料金月の初日にＩＰ電話サービス、付加機能又は附帯サービスの提供を開始

し、その日にその契約の解除又は付加機能又は附帯サービスの廃止があったとき。  

  (4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増

加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。  

  (5) 約款第５７条（基本料金の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当すると

き。 

  (6) ２の規定に基づく起算日の変更があったとき。  

４  ３の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。  

 

（端数処理）  

５  当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り捨てます。  

 

（料金等の支払い）  

６  契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、当社

が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っ

ていただきます。  

７  契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、支払

期日の到来する順序に従って支払っていただきます。  

 

（料金の一括後払い等）  

８  当社は、特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２料金月以上の料金を、

当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。  

 

（前受金）  

９  当社は、料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について、契約者

が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預か

りすることがあります。  

  （注）当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かる

こととします。  

 

（消費税相当額の加算）  

10 約款第５７条（基本料金の支払義務）から第５９条（工事費の支払義務）までの規定、第６３条

（相互接続音声通信の料金の取扱い等）の規定その他この約款の規定により料金表に
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定める料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について支払いを要す

るものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価格（消費税相当額を加算し

ない額をいいます。以下同じとします。）に消費税相当額を加算した額とします。上記

算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額 (税込価格

(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。 ))の合計と異なる場合があ

ります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価

格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合に

は、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。  

  ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありませ

ん。 

 

（料金等の臨時減免）  

11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかか

わらず、臨時に、その料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金を減免

することがあります。  

  （注）当社は、料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の

方法により、そのことをお知らせします。  
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第１表 料  金 

 第１ 基本料金  

  １ 第１種ＩＰ電話サービスに係るもの  

 

   １－１ 適 用  

区    分 内           容  

(1)第 1 種ＩＰ電

話サービスの基

本料の適用  

１の音声通信番号ごとに１の基本料を適用します。  

 ただし、料金表通則の規定に係わらず、その料金の適用開始日に

ついては次の通りとします。  

 (a)その提供開始日が料金月の初日のとき  

  その提供開始日を含む料金月から適用します。  

 (b)その提供開始日が料金月の初日以外のとき  

  その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。  

   ただし、当該第 1 種ＩＰ電話契約を提供開始日を含む料金月

に解除した場合は、 (a)の規定に準ずるものとします。  

(2)基本料の日割

の特例 

 基本料については、 (1)欄 (b)のただし書きの場合が生じたとき

は、第５７条（基本料金の支払義務）及び届出料金表通則５の規定

に係わらず、基本料の日割りは行いません。  

(3) 付加機能を提

供した場合の付

加機能使用料の

適用 

 付加機能を提供した場合には、２（料金額）に規定する付加機能

使用料を適用します。  

(4) ユニバーサル

サービスに係る

料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号

（以下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２

（料金額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基

礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成

１４年６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づき

当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

(5) 電話リレーサ

ービスに係る料

金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号

（以下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２

（料金額）に規定する電話リレーサービス料（聴覚障害者等による

電話の利用の円滑化に関する法律 (令和２年１２月１日施行 )により

算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。）を適用しま

す。 

(6) ユニバーサル

サービス料と電

話リレーサービ

ス料の日割り料

金に係る適用  

（１）ユニバーサルサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用い

て算定された値を適用します。 

ユニバーサルサービス料の料金額及び電話リレーサービス料の料

金額の合算額 (以下「負担金合算額」といいます。 )の日割り額× 

(ユニバーサルサービス料 /負担金合算額 ) 

（２）電話リレーサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用いて

算定された値を適用します。  

負担金合算額の日割り額×(電話リレーサービス料 /負担金合算額 ) 

 

  １－２  料金額 

   （１）基本料  

区     分  単     位 料  金 額（月額）  
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基本料 １の音声通信番号ごとに  ２８０円（３０８円）  

 

   （２）付加機能使用料  

区     分 単    位 料金額（月額）  

ア  発信音

声通信番

号非通知

機能 

この機能を利用する固定通信番

号に係る自営端末設備から行

う音声通信について、その固

定通信番号を着信先のＩＰ利

用回線等へ通知しないように

する機能をいいます。  

１の音声通信番号

ごとに 

－  

備考 

（ア）音声通信の発信に先立ち

「１８６」をダイヤルして行

う音声通信を除きます。  

（イ）当社は、この機能を提供

することに伴い発生する損害

については、責任を負いませ

ん。 

イ  特定音

声通信発

信規制機

能  

電話サービスの利用回線からダ

イヤルして行う音声通信につ

いて、あらかじめ登録された

固定通信番号を利用して国際

通信を行うことができないよ

うにする機能  

１の固定通信番号

ごとに 

－  

備考  

(ア ) 当社は、１の固定通信番号ごとに１の機能を提供します。  

(イ ) 当社は、その固定通信番号が変更となった場合は、本サービスを

廃止したものとして取り扱います。  

 

（３）ユニバーサルサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

ユニバーサルサービス料  
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額  

(注 ) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/ 

 

（４）電話リレーサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

電話リレーサービス料  
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「電話リレーサービス料」の額  

(注 ) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/ 
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 ２  第１種ＩＰセントレックス電話サービスに係るもの  

 

   ２－１ 適 用  

区    分 内           容  

(1)第１種ＩＰセ

ントレックスサ

ービスの基本料

の適用 

ア  タイプ１基本額  

 １の同時通話数（ＩＰ電話網及びＩＰ利用回線を使用して行う音

声通信及び、第１種ＩＰセントレックス契約者の構内交換機を経

由して内線通話（当該第１種ＩＰセントレックス契約に係るＩＰ

利用回線の終端に係る内線端末相互間の通信を除きます。）を同時

に通話できる通話数。以下同じとする。）ごとに１の基本料基本額

を適用します。  

イ  タイプ１加算額  

 申込のあった音声通信番号のうち１を超えるものについて、１の

音声通信番号ごとに１の基本料加算額を適用いたします。  

ウ  タイプ２  

 １の音声通信番号ごとに１の基本料を適用します。  

（注）タイプ１については同時通話数及び音声通信番号数に係ら

ず、１の第１種ＩＰセントレックス契約につき、１の音声通信番号

を発信者番号として利用いたします。  

(2)ＩＰセントレ

ックス機能  

 

 第１種ＩＰセントレックス契約者は、下表の機能を利用すること

ができます。  

 ただし、タイプ１に係る第１種ＩＰセントレックス契約者が利用

できる機能は、「ア  内線電話機能（イ）ＩＰセントレックスグル

ープ間通信」に限ります。  

 機   能 内    容   

ア  内線電話

機能 

 

内線端末相互間の音声通信を、内線番号をダイ

ヤルすることにより行うことができる機能で

あって、次の区分に規定する音声通信を行う

ことができるもの。  

 （ア）ＩＰセントレックスグループ内通信  

   同一のＩＰセントレックスグループ（内

線番号をダイヤルすることにより、相互に

音声通信を行うことができる内線端末から

構成されるグループをいいます。以下同じ

とします。）に所属する内線端末相互間にお

いて、内線番号により行う音声通信。  

 （イ）ＩＰセントレックスグループ間通信  

   異なるＩＰセントレックスグループに所

属する内線端末相互間において、内線番号

にグループ特番（ＩＰセントレックス装置

に登録された当社が定める桁数の数字であ

って、第１種ＩＰセントレックス契約者が

あらかじめＩＰセントレックスグループ毎

に付与したものをいいます。）を前置きして

ダイヤルすることにより行う音声通信。  

 備考 
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 ＩＰセントレックスグループ間通信を行う

各々のＩＰセントレックスグループのＩＰセ

ントレックス契約者が異なる場合は、該当す

るＩＰセントレックス契約者全てがＩＰセン

トレックスグループ間通信を行うことを承諾

した上で、代表者を定めてサービス取扱所に

届け出ていただきます。  

イ  発信番号

受信機能  

第１種ＩＰセントレックスサービスを利用する

ＩＰ利用回線へ通知される発信番号（発信元の

音声通信番号、内線番号その他当社が別に定め

る番号とします。）を受信することができるよ

うにする機能  

ウ  発信規制

機能 

内線端末から発信する通信を、第１種ＩＰセン

トレックス契約者があらかじめ指定した条件

に基づいて規制することができる機能。  

エ  代表機能  １以上の内線端末について、それらの内線端末

を代表する音声通信番号又は内線番号（以下

「内線代表番号」といいます。）を定め、その

内線代表番号により着信があった場合に、通

話中でないいずれか１の内線端末に接続する

ことができる機能。  

オ  マルチラ

イン機能  

１以上の内線端末について、それらの内線端末

を代表する音声通信番号又は内線番号（以下

「マルチライン番号」といいます。）を定め、

そのマルチライン番号により着信があった場

合に、いずれかの１の内線端末に限り接続す

ることができる機能  

カ  自動転送

機能 

その内線端末に着信する通信を、第１種ＩＰセ

ントレックス契約者があらかじめ指定した条

件に基づいて、第１種ＩＰセントレックス契

約者があらかじめ指定した別の電気通信番号

又は内線番号に自動的に転送することができ

る機能。  

備考 

 第１種ＩＰセントレックス契約者があらかじ

め指定することのできる転送の条件には、次

の種類があります。  

（ア）あらかじめ指定した時間帯に着信したと

き  

（イ）通信中に着信したとき  

（ウ）着信に応答しないとき  

（エ）着信したとき（無条件に自動的に転送す

るもの。）  

（オ）コードレス端末設備による音声通信が不

可能なとき  
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キ  応答転送

機能 

その内線端末に着信する通信を、その着信に応

答後、内線端末のフックボタン等の操作によ

り、他の内線端末に転送することができる機

能  

ク  番号変換

機能 

特定の通信の相手先への呼び出しを、短縮番号

（ＩＰセントレックス装置に登録された当社

が定める桁数の数字であって、第１種ＩＰセ

ントレックス契約者があらかじめ指定したも

のをいいます。）をダイヤルすることにより行

えるようにする機能であって、ＩＰセントレ

ックスグループ内にある内線端末の全部が、

この機能を共通に利用することができる機

能。 

ケ  保留 音声通信を行っている内線端末を操作すること

により、保留音を送出し保留状態とすること

ができる機能  

コ  コールパ

ーク 

その内線端末が行っている音声通信が保留状態

にある場合に、他の内線端末を操作すること

により、保留状態にある音声通信との接続が

可能となる機能  

サ  コールウ

ェイティング  

音声通信を行っている内線端末に着信する通信

が生じた場合、その内線端末へ割込着信音を

送出し、内線端末を操作することにより、通

信中の音声通信を保留とし、別に着信する音

声通信との接続を可能とする機能  

シ  内線キャ

ンプオン  

内線端末から音声通信を発信したときに、着信

先の内線端末が通信中の場合は、着信先の内

線端末の音声通信が終了したときに、発信し

た内線端末に音声通信が可能であることを通

知する機能  

ス  ステップ

コール 

内線端末から音声通信を発信したときに、着信

先の内線端末が通信中の場合、着信先の内線

番号の１の位の数字と異なる１桁の数字をダ

イヤルすることにより、着信先の内線番号と

１の位が異なる内線端末を呼び出すことが可

能な機能  

セ  コールピ

ックアップ  

第１種ＩＰセントレックス契約者があらかじめ

指定したグループ（以下「ピックアップグル

ープ」といいます。）に属する内線端末に着信

した場合、当該ピックアップグループに属す

る他の内線端末又はあらかじめ指定した他の

ピックアップグループに属する内線端末を操

作することにより、着信した通信と接続する

ことが可能な機能  
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(3) 付加機能を提

供した場合の付

加機能使用料の

適用 

付加機能を提供した場合には、２（料金額）に規定する付加機能使

用料を適用します。  

(4)端末設備を提

供した場合の料

金の適用  

端末設備を提供した場合には、２（料金額）に規定する端末設備使

用料を適用します。  

(5) 最低利用期間

内に契約の解

除等があった

場合の料金の

適用 

ア  ２－２（２）ウ欄に規定するＢＳ機能には、最低利用期間があ

ります。  

イ  ＢＳ機能を利用している第１種ＩＰセントレックス契約者は、

最低利用期間内にＢＳ機能の廃止があった場合は、約款第５７条

（基本料金の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残

余の期間に対応するＢＳ機能の使用料に相当する額を当社が定め

る期日までに一括して支払っていただきます。  

(6)長期継続利用

割引の適用  

ア  当社は、ＢＳ機能を利用している第１種ＩＰセントレックス契

約者から、その第１種ＩＰセントレックス契約に係るＢＳ機能に

ついて、６年間の継続利用（以下この欄において「長期継続利

用」といいます。）の申出があった場合には、その期間におけるＢＳ

機能の使用料については、２－２(2)の額に、０．１１を乗じて得た額

（以下この欄において「長期継続利用割引」といいます。）を減額

して適用した額とします。  

イ  長期継続利用割引については、長期継続利用の申出を当社が承

諾した日（ＢＳ機能の提供の請求と同時に長期継続利用の申出が

あった場合は、そのＢＳ機能の提供を開始した日）から適用しま

す。 

ウ  長期継続利用割引の適用の対象となる期間（以下この欄におい

て「長期継続利用期間」といいます。）には、ＢＳ機能の利用の一

時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。  

エ  当社は、長期継続利用に係るＢＳ機能について、そのＢＳ機能

の提供の廃止があった場合には、長期継続利用を廃止します。  

オ  長期継続利用に係る第１種ＩＰセントレックス契約者は、長期

継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときに

は、長期継続利用期間の満了日の１０日前までに、当社に申し出

ていただきます。  

カ  長期継続利用に係る第１種ＩＰセントレックス契約者は、長期

継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、

残余の期間に対応する廃止前の料金に０．３５を乗じて得た額を

当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。  

キ  長期継続利用の開始から１年以内（長期継続利用の継続の場合

を含みます。）にエに該当する場合が生じた場合において、その期

間内において支払われる料金の総額（カの規定に基づき算定した

支払いを要する額を含みます。）が、最低利用期間内にそのＢＳ機

能の廃止があった場合において支払われる料金の総額を下回る場

合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払ってい

ただきます。  
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(7) ユニバーサル

サービスに係る

料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基礎的電

気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年

６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づき当社が

定める料金をいいます。）を適用します。  

(8) 電話リレーサ

ービスに係る料

金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定する電話リレーサービス料（聴覚障害者等による電話の

利用の円滑化に関する法律 (令和２年１２月１日施行 )により算出さ

れた額に基づき当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

(9) ユニバーサル

サービス料と電

話リレーサービ

ス料の日割り料

金に係る適用  

（１）ユニバーサルサービス料の日割り額は、以下の通りとする。  

ユニバーサルサービス料の日割り額 =ユニバーサルサービス料の料金

額  + 電話リレーサービス料の料金額 (以下「合算月額」といいま

す。 )の日割り額 x(ユニバーサルサービス料 /合算月額 ) 

（２）電話リレーサービス料の日割り額は、以下の通りとする。  

電話リレーサービス料の日割り額 =合算月額の日割り額 x(電話リレ

ーサービス料 /合算月額 ) 
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  ２－２  料金額 

   （１）基本料  

区     分  単     位 料  金 額（月額）  

基本料 

 

タイプ１  基本額  １の同時通話数ごとに     ９００円（９９０

円） 

加算額  １の音声通信番号ごとに    １００円（１１０円）  

タイプ２  １の音声通信番号ごとに   １，２００円（１３２０

円） 

 

   （２）付加機能使用料  

区     分 単  位 料金額（月額）  

ア  発信音

声通信番

号非通知

機能 

この機能を利用する固定通信番号に係る

自営端末設備から行う音声通信につい

て、その固定通信番号を着信先のＩＰ

利用回線等へ通知しないようにする機

能をいいます。  

１の音声

通信番

号ごと

に  

－  

備考 

音声通信の発信に先立ち「１８６」

をダイヤルして行う音声通信を除きま

す。 

イ  コード

レス機能  

コードレス端末設備（ＡＲＩＢ標準規格

「ＲＣＲ  ＳＴＤ－２８」に準拠した

端末設備をいいます。以下同じとしま

す。）及びウ欄に規定するＢＳ機能によ

り、音声通信を利用する機能。  

１の音声

通信番

号ごと

に  

７００円（７７０

円） 

ウ  ＢＳ機

能  

(ｱ)当社がＢＳ装置（当社がＩ

Ｐ利用回線の一端（ＩＰ利用

回線に係るもの及び相互接続

点に係るものを除きます。）に

接続するＡＲＩＢ標準規格

「ＲＣＲ  ＳＴＤ－２８」に

準拠した電気通信設備及びそ

れに付随する設備をいいま

す。以下同じとします。）を設

置し、コードレス端末設備と

の間で電波を送り、又は受

け、概ね３キロヘルツの帯域

の音声その他の音響とインタ

ーネットプロトコルによる音

響（映像情報通信により伝送

交換される音響を除きます。）

を伝送交換する機能をいいま

す。 

(ｲ)ＢＳ機能には、次の種類が

あります。  

無停電

機能

なし

のも

の  

１のＢＳ

装置ご

とに 

１２，２００円  

（１３，４２０円）  

無停電

機能

あり

のも

の  

１のＢＳ

装置ご

とに 

１３，９５０円  

（１５，３４５円）  
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 区分  内  容  

無停電

機能

なし  

停電時に電源供給

措置をとってい

ないもの。  

無停電

機能

あり  

停電時に１０分間

の電源供給を確

保する措置をと

ったもの。  

 

(ｳ)第１種ＩＰセントレックス

契約者は、ＢＳ機能の利用の

請求をするときは、 (ｲ)に規定

する種類のいずれかを選択し

ていただきます。  

(ｴ)第１種ＩＰセントレックス

契約者は、ＢＳ機能の利用の

請求をするときは、イ欄に規

定するコードレス機能の利用

の請求をしていただきます。  

エ  特定

音声通信

発信規制

機能 

電話サービスの利用回線からダイヤルし

て行う音声通信について、あらかじめ

登録された固定通信番号を利用して国

際通信を行うことができないようにす

る機能  

１の固定

通信番

号ごと

に  

－  

備考  

(ア ) 当社は、１の固定通信番号ごとに１の機能を提供します。  

(イ ) 当社は、その固定通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃

止したものとして取り扱います。  

   

   （３）端末設備使用料  

区     分 単     位 料  金 額（月額）  

 

コードレス端末設備使用料  １端末ごとに  ６００円（６６０円）  

音声通

信  

アダプ

タ  

使用料 

ＰＲＩ型（２３ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

ＰＲＩ型（４６ｃｈ）のもの  １端末ごとに  １２０，０００円  

（１３２，０００円）  

ＢＲＩ（  ８ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ５０，０００円  

（５５，０００円）  

ＦＸＯ（  ２ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ２０，０００円  

（２２，０００円）  

ＦＸＯ（  ４ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ４０，０００円  

（４４，０００円）  
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ＦＸＯ（２０ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

削除 削除 削除 

ＴＴＣ２Ｍ（３０ｃｈ）のも

の  

１端末ごとに   ８０，０００円  

（８８，０００円）  

ＴＴＣ２Ｍ（６０ｃｈ）のも

の  

１端末ごとに  １６０，０００円  

（１７６，０００円）  

ＯＤ（ ４ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ４０，０００円  

（４４，０００円）  

ＯＤ（１６ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

備考 

 コードレス端末及び音声通信アダプタの提供条件については、当社が別に定めるとこ

ろによります。  

 

（４）ユニバーサルサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

ユニバーサルサービス料  
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額  

(注 ) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/ 

 

（５）電話リレーサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

電話リレーサービス料  
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「電話リレーサービス料」の額  

(注 ) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/ 
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 ３  第２種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

 

   ３－１ 適 用  

区    分 内           容  

(1)第２種ＩＰセ

ントレックスサ

ービスの基本料

の適用 

ア  タイプ１基本額  

 １の同時通話数ごとに１の基本料基本額を適用します。  

イ  タイプ１音声通信番号加算額  

申込のあった音声通信番号のうち１を超えるものについて、１

の音声通信番号ごとに１の基本料音声通信番号加算額を適用いた

します。  

ウ  タイプ１固定通信番号加算額  

  申込のあった固定通信番号について、１の固定通信番号ごとに

１の基本料固定通信番号加算額を適用いたします。  

エ  タイプ２  

 １の音声通信番号又は固定通信番号ごとに１の基本料を適用しま

す。 

（注）タイプ１については同時通話数、音声通信番号数及び固定通

信番号数に係らず、１の第２種ＩＰセントレックス契約につき、

第２種ＩＰセントレックス契約者が指定した１の音声通信番号又

は固定通信番号を発信者番号として利用いたします。  

(2)ＩＰセントレ

ックス機能  

 

 第２種ＩＰセントレックス契約者は、下表の機能を利用すること

ができます。  

 ただし、タイプ１に係る第２種ＩＰセントレックス契約者が利用

できる機能は、「ア  内線電話機能（イ）ＩＰセントレックスグル

ープ間通信」に限ります。  

 機   能 内    容   

ア  内線電話

機能 

 

内線端末相互間の音声通信を、内線番号をダイ

ヤルすることにより行うことができる機能であ

って、次の区分に規定する音声通信を行うこと

ができるもの。  

 

 （ア）ＩＰセントレックスグループ内通信  

   同一のＩＰセントレックスグループに所

属する内線端末相互間において、内線番号

により行う音声通信。  

 

 （イ）ＩＰセントレックスグループ間通信  

   異なるＩＰセントレックスグループに所

属する内線端末相互間において、内線番号

にグループ特番を前置きしてダイヤルする

ことにより行う音声通信。  

 備考 

 ＩＰセントレックスグループ間通信を行う

各々のＩＰセントレックスグループのＩＰセン

トレックス契約者が異なる場合は、該当するＩ

Ｐセントレックス契約者全てがＩＰセントレッ

クスグループ間通信を行うことを承諾した上
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で、代表者を定めてサービス取扱所に届け出て

いただきます。  

イ  発信番号

受信機能  

第２種ＩＰセントレックスサービスを利用する

ＩＰ利用回線へ通知される発信番号（発信元の

固定通信番号、音声通信番号、内線番号その他

当社が別に定める番号とします。）を受信する

ことができるようにする機能  

ウ  発信規制

機能 

内線端末から発信する通信を、第２種ＩＰセン

トレックス契約者があらかじめ指定した条件に

基づいて規制することができる機能。  

エ  代表機能  １以上の内線端末について、内線代表番号を定

め、その内線代表番号により着信があった場合

に、通話中でないいずれか１の内線端末に接続

することができる機能。  

オ  マルチラ

イン機能  

１以上の内線端末について、マルチライン番号

を定め、そのマルチライン番号により着信があ

った場合に、いずれかの１の内線端末に限り接

続することができる機能  

カ  自動転送

機能 

その内線端末に着信する通信を、第２種ＩＰセ

ントレックス契約者があらかじめ指定した条件

に基づいて、第２種ＩＰセントレックス契約者

があらかじめ指定した他の電気通信番号又は内

線番号に自動的に転送することができる機能。  

備考 

 第２種ＩＰセントレックス契約者があらかじ

め指定することのできる転送の条件には、次の

種類があります。  

 （ア）あらかじめ指定した時間帯に着信した

とき 

 （イ）通信中に着信したとき  

 （ウ）着信に応答しないとき  

 （エ）着信したとき（無条件に自動的に転送

するもの。）  

（オ）コードレス端末設備による音声通信が

不可能なとき  

キ  応答転送

機能 

その内線端末に着信する通信を、その着信に応

答後、内線端末のフックボタン等の操作によ

り、他の内線端末に転送することができる機能  
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ク  番号変換

機能 

特定の通信の相手先への呼び出しを、短縮番号

をダイヤルすることにより行えるようにする機

能であって、番号変換グループ内にある内線端

末の全部が、この機能を共通に利用することが

できる機能。  

ケ  保留 音声通信を行っている内線端末を操作すること

により、保留音を送出し保留状態とすることが

できる機能  

コ  コールパ

ーク 

その内線端末が行っている音声通信が保留状態

にある場合に、他の内線端末を操作することに

より、保留状態にある音声通信との接続が可能

となる機能  

サ  コールウ

ェイティン

グ  

音声通信を行っている内線端末に着信する通信

が生じた場合、その内線端末へ割込着信音を送

出し、内線端末を操作することにより、通信中

の音声通信を保留とし、別に着信する音声通信

との接続を可能とする機能  

シ  内線キャ

ンプオン  

内線端末から音声通信を発信したときに、着信

先の内線端末が通信中の場合は、着信先の内線

端末の音声通信が終了したときに、発信した内

線端末に音声通信が可能であることを通知する

機能 

ス  ステップ

コール 

内線端末から音声通信を発信したときに、着信

先の内線端末が通信中の場合、着信先の内線番

号の１の位の数字と異なる１桁の数字をダイヤ

ルすることにより、着信先の内線番号と１の位

が異なる内線端末を呼び出すことが可能な機能  

セ  コールピ

ックアップ  

第２種ＩＰセントレックス契約者があらかじめ

指定したグループ（以下「ピックアップグルー

プ」といいます。）に属する内線端末に着信し

た場合、当該ピックアップグループに属する他

の内線端末又は第２種ＩＰセントレックス契約

者があらかじめ指定した他のピックアップグル

ープに属する内線端末を操作することにより、

着信した通信と接続することが可能な機能  

 

(3) 付加機能を提

供した場合の付

加機能使用料の

適用 

 付加機能を提供した場合には、２（料金額）に規定する付加機能

使用料を適用します。  

(4)端末設備を提

供した場合の料

金の適用  

端末設備を提供した場合には、２（料金額）に規定する端末設備使

用料を適用します。  

(5) 最低利用期間

内に契約の解

ア  ３－２（２）ウに規定するＢＳ機能には、最低利用期間があり

ます。 



62 

除等があった

場合の料金の

適用 

イ  ＢＳ機能を利用している第２種ＩＰセントレックス契約者は、

最低利用期間内にＢＳ機能の廃止があった場合は、約款第５７条

（基本料金の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわらず、残

余の期間に対応するＢＳ機能の使用料に相当する額を当社が定め

る期日までに一括して支払っていただきます。  

(6)長期継続利用

割引の適用  

ア  当社は、ＢＳ機能を利用している第２種ＩＰセントレックス契

約者から、その第２種ＩＰセントレックス契約に係るＢＳ機能に

ついて、６年間の継続利用（以下この欄において「長期継続利

用」といいます。）の申出があった場合には、その期間におけるＢＳ

機能の使用料については、３－２の(2)の額に、０．１１を乗じて得た

額（以下この欄において「長期継続利用割引」といいます。）を

減額して適用した額とします。  

イ  長期継続利用割引については、長期継続利用の申出を当社が承

諾した日（ＢＳ機能の提供の請求と同時に長期継続利用の申出が

あった場合は、そのＢＳ機能の提供を開始した日）から適用しま

す。 

ウ  長期継続利用割引の適用の対象となる期間（以下この欄におい

て「長期継続利用期間」といいます。）には、ＢＳ機能の利用の

一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。  

エ  当社は、長期継続利用に係るＢＳ機能について、そのＢＳ機能

の提供の廃止があった場合には、長期継続利用を廃止します。  

オ  長期継続利用に係る第２種ＩＰセントレックス契約者は、長期

継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときに

は、長期継続利用期間の満了日の１０日前までに、当社に申し出

ていただきます。  

カ  長期継続利用に係る第２種ＩＰセントレックス契約者は、長期

継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、

残余の期間に対応する廃止前の料金に０．３５を乗じて得た額を

当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。  

キ  長期継続利用の開始から１年以内（長期継続利用の継続の場合

を含みます。）にエに該当する場合が生じた場合において、その

期間内において支払われる料金の総額（カの規定に基づき算定し

た支払いを要する額を含みます。）が、最低利用期間内にそのＢ

Ｓ機能の廃止があった場合において支払われる料金の総額を下回

る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っ

ていただきます。  

(7) ユニバーサル

サービスに係る

料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料

金額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基礎

的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成

１４年６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づ

き当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

(8) 電話リレーサ

ービスに係る料

金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料

金額）に規定する電話リレーサービス料（聴覚障害者等による電

話の利用の円滑化に関する法律 (令和２年１２月１日施行 )により

算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。）を適用し

ます。 
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(9) ユニバーサル

サービス料と電

話リレーサービ

ス料の日割り料

金に係る適用  

（１）ユニバーサルサービス料の日割り額は、以下の通りとする。  

ユニバーサルサービス料の日割り額 =ユニバーサルサービス料の料

金額  + 電話リレーサービス料の料金額 (以下「合算月額」といい

ます。 )の日割り額 x(ユニバーサルサービス料 /合算月額 ) 

（２）電話リレーサービス料の日割り額は、以下の通りとする。  

電話リレーサービス料の日割り額 =合算月額の日割り額 x(電話リレ

ーサービス料 /合算月額 ) 

 

３－２ 料金額 

   （１）基本料  

区     分 単     位 料  金 額（月額）  

 

基本

料  

 

タイプ１  基本額  １の同時通話数ごとに    ９００円（９９０円）        

音声通信番号

加算額  

１の音声通信番号ごとに  １００円（１１０円）        

固定通信番号

加算額  

１の固定通信番号ごとに  ３００円（３３０円）  

       

タイプ２  音声通信番号

のもの  

１の音声通信番号ごとに  １，２００円（１３２０

円） 

     

固定通信番号

のもの  

１の固定通信番号ごとに  １，４００円（１５４０

円） 

     

 

   （２）付加機能使用料  

区     分 単  位 料金額（月額）  

 

ア  発信音

声通信番

号非通知

機能 

この機能を利用する固定通信番号に係る

自営端末設備から行う音声通信につい

て、その固定通信番号を着信先のＩＰ

利用回線等へ通知しないようにする機

能をいいます。  

１の音声通

信番号又

は１の固

定通信番

号ごとに  

－  

備考 

音声通信の発信に先立ち「１８６」

をダイヤルして行う音声通信を除きま

す。 

イ  固定代

表機能 

２以上の内線端末について、それらの内

線端末を代表する固定通信番号（以下

この欄において「固定代表番号」とい

います。）を定め、その固定代表番号に

より着信があった場合に、通話中でな

いいずれか１の内線端末に接続するこ

とができる機能。  

１の固定通

信番号ご

とに 

３００円  

（３３０円）  
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ウ  固定マ

ルチライ

ン機能 

１以上の内線端末について、それらの内

線端末を代表する固定通信番号（以下

「固定マルチライン番号」といいま

す。）を定め、その固定マルチライン番

号により着信があった場合に、いずれ

かの１の内線端末に限り接続すること

ができる機能。  

１の固定通

信番号ご

とに 

３００円  

（３３０円）  

エ  コード

レス機能  

コードレス端末設備及びオ欄に規定する

ＢＳ機能により、音声通信を利用する

機能。  

（注）コードレス機能を利用する内線端

末には、音声通信番号のみを付与しま

す。 

１の音声通

信番号ご

とに 

７００円  

（７７０円）  

オ  ＢＳ機

能  

 

(ｱ)当社がＢＳ装置を設置し、

コードレス端末設備との間で

電波を送り、又は受け、概ね

３キロヘルツの帯域の音声そ

の他の音響とインターネット

プロトコルによる音響（映像

情報通信により伝送交換され

る音響を除きます。）を伝送交

換する機能をいいます。  

(ｲ)ＢＳ機能には、次の種類が

あります。  

区分 内  容 

無停電機

能なし  

停電時に電源供

給措置をとっ

ていないも

の。 

無停電機

能あり  

停電時に１０分

間の電源供給

を確保する措

置をとったも

の。 

 

(ｳ)第２種ＩＰセントレックス

契約者は、ＢＳ機能の利用の

請求をするときは、 (ｲ)に規定

する種類のいずれかを選択し

ていただきます。  

(ｴ)第２種ＩＰセントレックス

契約者は、ＢＳ機能の利用の

請求をするときは、ウ欄に規

定するコードレス機能の利用

の請求をしていただきます。  

無停電

機能

なし

のも

の  

１のＢＳ装

置ごとに  

１２，２００円  

（１３，４２０

円） 

無停電

機能

あり

のも

の  

１のＢＳ装

置ごとに  

１３，９５０円  

（１５，３４５

円） 
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カ  特定音

声通信発

信規制機

能  

電話サービスの利用回線からダイヤルし

て行う音声通信について、あらかじめ

登録された固定通信番号を利用して国

際通信を行うことができないようにす

る機能  

１の固定通

信番号ご

とに －  

備考  

(ア ) 当社は、１の固定通信番号ごとに１の機能を提供します。  

(イ ) 当社は、その固定通信番号が変更となった場合は、本サービスを

廃止したものとして取り扱います。  

   

   （３）端末設備使用料  

区     分 単     位 料  金 額（月額）  

 

コードレス端末設備使用料  １端末ごとに  ６００円（６６０円）  

音声通信  

アダプタ  

使用料 

ＰＲＩ型（２３ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

ＰＲＩ型（４６ｃｈ）のもの  １端末ごとに  １２０，０００円  

（１３２，０００円）  

ＢＲＩ（  ８ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ５０，０００円  

（５５，０００円）  

ＦＸＯ（  ２ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ２０，０００円  

（２２，０００円）  

ＦＸＯ（  ４ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ４０，０００円  

（４４，０００円）  

ＦＸＯ（２０ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

削除 削除 削除 

ＴＴＣ２Ｍ（３０ｃｈ）のも

の  

１端末ごとに   ８０，０００円  

（８８，０００円）  

ＴＴＣ２Ｍ（６０ｃｈ）のも

の  

１端末ごとに  １６０，０００円  

（１７６，０００円）  

ＯＤ（ ４ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ４０，０００円  

（４４，０００円）  

ＯＤ（１６ｃｈ）のもの  １端末ごとに   ６０，０００円  

（６６，０００円）  

備考 

 コードレス端末及び音声通信アダプタの提供条件については、当社が別に定めるとこ

ろによります。  

 

（４）ユニバーサルサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 
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ユニバーサルサービス料  
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額  

(注 ) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/ 

 

（５）電話リレーサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

電話リレーサービス料  
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「電話リレーサービス料」の額  

(注 ) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/ 
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 ４  第３種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

 

   ４－１ 適用 

区分 内容 

(1)第３種ＩＰセ

ントレックスサ

ービスの基本料

の適用 

１の音声通信番号ごとに１の基本料を適用します。  

(2)ＩＰセントレ

ックス機能  

 

第３種ＩＰセントレックス契約者は、下表の機能を利用することが

できます。  

 機能 内容  

ア  内線電話

機能 

 

指定された電気通信サービス（当社が別に定め

る協定事業者が提供する電気通信サービスに限

ります。）と内線端末を経由して異なるＩＰセ

ントレックスグループに所属する内線端末相互

間において、内線番号にグループ特番を前置き

してダイヤルすることにより行う音声通信。  

備考 

 各々のＩＰセントレックスグループのＩＰセ

ントレックス契約者が異なる場合は、該当する

ＩＰセントレックス契約者全てがＩＰセントレ

ックスグループ間通信を行うことを承諾した上

で、代表者を定めてサービス取扱所に届け出て

いただきます。  

イ  発信規制

機能 

内線端末から発信する通信を、第３種ＩＰセン

トレックス契約者があらかじめ指定した条件に

基づいて規制することができる機能。  

 

(3)内線端末設備

使用料の適用  

１の内線端末設備ごとに、４－２（料金額）に規定する内線端末設

備使用料を適用します。  

(4)最低利用期間

内に契約の解

除等があった

場合の料金の

適用 

ア  (3)に規定する内線端末設備には、最低利用期間があります。  

イ  アの最低利用期間は、当社が内線端末設備の提供を開始した日

から起算して１年間とします。  

ウ  内線端末設備を利用している第３種ＩＰセントレックス契約者

は、最低利用期間内に内線端末設備の廃止があった場合は、約款

第５７条（基本料金の支払義務）及び料金表通則の規定にかかわ

らず、残余の期間に対応する内線端末設備使用料に相当する額を

当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。  

   ただし、第３種ＩＰセントレックス契約者が移設若しくは移転すること

を目的として内線端末設備の廃止と同時に移設先若しくは移転先にて同一区

分の内線端末設備の利用の申込をする場合又はその第３種ＩＰ電話契約者の

責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われ

たものであるときは、この限りでありません。 
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(6)ユニバーサル

サービスに係る

料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号（以下「番号等」とい

います。）について、１の番号等ごとに２（料金額）に規定するユ

ニバーサルサービス料（事業法に定める基礎的電気通信役務の提供

に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年６月１９日総務省

令第６４号）により算出された額に基づき当社が定める料金をいい

ます。）を適用します。  

(7) ユニバーサル

サービスに係る

料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基礎的電

気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年

６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づき当社が

定める料金をいいます。）を適用します。  

(8) 電話リレーサ

ービスに係る料

金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定する電話リレーサービス料（聴覚障害者等による電話の

利用の円滑化に関する法律 (令和２年１２月１日施行 )により算出さ

れた額に基づき当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

 

 ４－２  料金額 

   （１）基本料  

区     分  単     位 料  金 額（月額）  

基本料 １の音声通信番号ごとに  ９００円（９９０円）  

 

   （２）内線端末設備使用料  

種   別 単     位 料  金 額（月額）  

ＰＲＩ型のもの １端末ごとに  ５３，０００円  

（５８，３００円）  

 

（３）ユニバーサルサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

ユニバーサルサービス料  
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額  

(注 ) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/ 

 

（４）電話リレーサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

電話リレーサービス料  
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「電話リレーサービス料」の額  

(注 ) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。

https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/ 
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  ５ 第４種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

   ５－１ 適用 

区    分 内容 

(1)第４種ＩＰセ

ントレックス

サービスの基

本料の適用  

ア  当社は、１の内線番号ごとに１の月額基本料を適用します。  

イ  当社は、１の内線番号ごとに１の SIP-ID（英数字の組合せであ

って当社が別に定めるもの）の割当を行います。  

ウ  月額基本料には、以下の区分があります。  

区分  内容 

プラン１（固定電

話） 

プラン２以外のもの 

プラン２（モバイ

ル） 

ＩＰ電話網又はＩＰ利用回線を使用して行う

音声通信及び契約者の終端相互間における内

線音声通信を提供するＩＰセントレックスサ

ービスであって、当社が別に定めるソフトウ

ェアを利用した内線端末に付随する料金表に

定める機能を提供するもの  
 

(2)付加機能を提

供した場合の

端末設備使用

料の適用  

当社は、下表の付加機能を提供した場合には、５－２（料金額）に

規定する端末設備使用料を適用します。  

区分 内容 

ＩＰ電話サービス

間接続機能  

第 1 種、第２種及び第３種ＩＰセントレックス

サービスと接続し、以下の音声通信を提供す

るもの 

ア  第４種ＩＰセントレックスサービスの内

線番号を利用し、第１種、第２種及び第３

種ＩＰセントレックスへの内線通話もしく

は、音声通信アダプタを経由して行う電気

通信番号を利用した音声通信  

イ  第１種、第２種及び第３種ＩＰセントレ

ックスから第４種ＩＰセントレックスサー

ビスへの内線通話  
 

(3)付加機能の提

供に係る料金

の適用 

１の付加サービスごとに、５－２（料金額）に規定する付加機能使

用料を適用します。  

(4)定期継続利用

契約期間に係

る料金の適用

(ステップ割 ) 

ア  当社は、第４種ＩＰセントレックスサービス契約者から、次表

の左欄に規定する期間の継続利用（以下この欄において「定期

継続利用」といいます。）の申出をあった場合には、第４種ＩＰ

セントレックス契約者に対し、定期継続利用契約期間を適用し

ます。 

イ  定期継続利用契約期間は、次表の左欄に規定する期間をもって

満了となります。  

ウ  当社は、イの規定により定期継続利用契約期間が満了した場合

は、定期継続利用の申出をした契約者より申出がない限り、満

了日の翌日（以下「更新日」といいます。）に定期継続利用契約

期間を更新します。ただし、定期継続利用契約期間の更新の回

数（以下この欄において「更新回数」といいます。）は２までと

します。  
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エ  当社は、アに規定する定期継続利用契約期間において、エに規

定する定期継続利用契約期間の更新回数に応じ、その第４種Ｉ

Ｐセントレックスサービスに係る利用料金（５－２ (1)に規定す

る月額基本料に限ります。）について、次表の右欄に定める利用

料金の減額を適用いたします。  

継続して利用する期間  更新回数  利用料金の減額 

Ａ  継続利用の申出を当

社が承諾した日（ビジ

ネスコミュファサービ

スの申込みと同時に長

期継続利用の申出があ

った場合は、その契約

者回線の提供を開始し

た日）から起算して、

その日を含め 36 か月後

までの期間  

０  

利用料金に０．１６

４を乗じて得た額  

Ｂ  Ａ欄の規定する期間

が満了した翌日から起

算してその日を含め 24

ヶ月後までの期間  

１  

利用料金に０．２０

を乗じて得た額  

Ｃ  Ｂ欄の規定する期間が

満了した翌日以降 
２  

利用料金に０．２５

を乗じて得た額  

オ  アに規定する定期継続利用契約期間には第４種ＩＰセントレッ

クスサービスの利用中止があった期間を含みます。  

カ  定期継続利用契約期間の満了前に第４種ＩＰセントレックス契

約の解除又は定期継続利用の廃止があった場合には、１，０００

円（消費税及び地方消費税相当額別途）を当社が定める期日まで

に支払っていただきます。  

ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。  

キ  定期継続利用の申出については、１の第４種ＩＰセントレック

ス契約者につき１の申出に限ります。ただし、継続期間の満了前

に定期継続利用に廃止があった場合には、この限りではありませ

ん。 

(5)音声通信アダ

プタ等の提供

に係る料金の

適用 

当社は、音声通信アダプタ等を提供する契約者について、５－２

（料金額）に規定する付加機能使用料を適用します。  

(6)ユニバーサル

サービスに係

る料金の適用  

当社は、ＩＰ電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号

（以下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２

（料金額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基

礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成

１４年６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づき

当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

(7) ユニバーサ

ルサービスに

係る料金の適

用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定するユニバーサルサービス料（事業法に定める基礎的電

気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年
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６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づき当社が

定める料金をいいます。）を適用します。  

(8) 電話リレー

サービスに係

る料金の適用  

当社は、 IP 電話サービスに係る音声通信番号及び固定通信番号（以

下「番号等」といいます。）について、１の番号等ごとに２（料金

額）に規定する電話リレーサービス料（聴覚障害者等による電話の

利用の円滑化に関する法律 (令和２年１２月１日施行 )により算出さ

れた額に基づき当社が定める料金をいいます。）を適用します。  

    

５－２ 料金額 

   （１）月額基本料  

区     分 単     位 料  金 額（月額）  

月額基本料 プラン１  １の電気通信番号ごとに  １，１００円  

（１，２１０円）  

プラン２  １の電気通信番号ごとに  ７００円（７７０円）  

 

   （２）端末設備使用料 

種   別  単     位 料  金 額（月額）  

ＩＰ電話サービス間接続機能  １の第４種ＩＰセントレ

ックス契約ごとに 

２００，０００円 

（２２０，０００円）  

 

   （３）付加機能使用料  

区分 単位 料金額（１機能ごとに月

額） 

(1)定型メッ

セージア

ナウンス

機能 

当社が作成し、あらかじめ当社の指

定する音声応答装置に登録したメッ

セージを自動的に送出する機能 

１の固定通

信番号も

しくはＩ

Ｐ通信番

号ごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

備

考  

ア  メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。  

(2)オリジナ

ルメッセ

ージアナ

ウンス機

能  

オリジナルメッセージを自動的に送

出する機能 

１の固定通

信番号も

しくはＩ

Ｐ通信番

号ごとに  

４，０００円  

（４，４００円）  

備

考  

ア  メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。  

イ  オリジナルメッセージ数は５を上限とします。  

ウ  オリジナルメッセージ数が上限に達した場合は、契約者は、オリ

ジナルメッセージ追加機能よりオリジナルメッセージ数を追加する

ことが出来るものとします。  

エ  オリジナルメッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目

事項は、当社が別に定めるところによります。  
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(3)留守番電

話機能 

１のオンネット番号、固定通信

番号又はＩＰ通信番号に着信し

た通話のメッセージの録音又は

再生及び１のオンネット番号、

固定通信番号又はＩＰ通信番号

への着信に対してあらかじめ登

録したメッセージの再生をする

機能 

１のオンネ

ット番号

ごとに 

３００円（３３０円）  

備

考  

ア  留守番電話機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによ

ります。  

(4)電話会議

機能 

（簡易電話

会議サー

ビス） 

電話機等を、クラウドＰＢＸ電

話網を介して接続し、多地点間

での通信を提供する機能  

１の電話会

議室ごと  

５００円（５５０円）  

備

考  

ア  電話会議機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところにより

ます。  

(5)IVR 機能 

（簡易 IVR

サービ

ス） 

利用者があらかじめ指定した着

信回数の割合で振り分け、契約

者があらかじめ指定した複数の

特定電気通信回線へ接続する機

能  

１の固定通

信番号もし

くはＩＰ通

信番号ごと

に  

１，５００円  

（１，６５０円）  

備

考  

ア  IVR機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります

。  

(6)通話録音

機能 

音声通信について、発着双方の

電気通信回線を接続して音声通

信を利用できる状態にした後又

は当社電話交換局の交換取扱者

が、音声通信が設定されたこと

を請求者に告げた後、速やかに

、その音声通信の発着双方の通

信当事者に宛てて告知した上で

、クラウドＰＢＸ電話網内の電

気通信設備においてその音声通

信を当社が別に定める様式の電

子ファィル（以下この表におい

て「録音ファイル」といいます

。）として記録し、当社が別に

定める方法により、録音ファイ

ルを本サービスの提供を受ける

第１種契約者が取得する機能  

１のオンネ

ット番号ご

とに 

５００円（５５０円）  

備

考  

ア  通話録音機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところにより

ます。  

備考 

 付加機能使用料については、日割は行いません。  
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   （４）音声通信アダプタ等の使用料  

区分  単位  料金額（月額）  

音声インタフェースがＦＸＯのもの  １の音声通信アダプタごと

に  

２，０００円  

（２，２００円）  

音声インタフェースがＦＸＳのもの  １の音声通信アダプタごと

に  

２，０００円  

（２，２００円）  

音声インタフェースが基本インタフ

ェース（ＢＲＩ）のもの  

１の音声通信アダプタごと

に  

２，０００円  

（２，２００円）  

音声インタフェースが一次群インタ

フェース（ＰＲＩ）のもの  

１の音声通信アダプタごと

に  

５，４００円  

（５，９４０円）  

音 声 イ ン タ フ ェ

ー ス が Ｓ Ｉ Ｐ イ

ン タ フ ェ ー ス の

もの 

基本料  １の音声通信アダプタごと

に  

８，０００円  

（８，８００円）  

加算額  ｃｈ追加料  ５００円  

（５５０円）  

放送設備と接続するもの  １の音声通信アダプタごと

に  

２，０００円  

（２，２００円）  

音声インタフェースがＯＤのもの  １の音声通信アダプタごと

に  

１０，０００円  

（１１，０００円）  

 

   （５）ユニバーサルサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

ユニバーサルサービス料  
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホーム

ページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額  

(注 ) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/ 

 

（６）電話リレーサービス料  

区分  料金額（１の番号等ごとに月額） 

電話リレーサービス料  
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「電話リレーサービス料」の額  

(注 ) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。  

https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/  
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   第２  通信料金  

 

  １  第１種ＩＰ電話サービス、第１種ＩＰセントレックスサービス及び第３種Ｉ

Ｐセントレックスサービスに係るもの  

 

   １－１適用  

区    分 内           容  

(1)音声通信の種

類  

音声通信には、次の種類があります。  

 種   類 内      容  

１  オンネット通信  (ア ) ＩＰ利用回線相互間の音声通信  

(イ ) 当社がＩＰ電話サービス契約約款

で提供するＩＰ利用回線との音声通

信  

(ウ ) ＩＰ利用回線から当社が別に定め

る協定事業者のサービスへの音声通

信  

(エ ) ＩＰ利用回線からサービス接続点

への音声通信  

２  オフネット通信  オンネット通信及び国際通信以外の通信  

３  国際通信  ＩＰ利用回線から当社が別に定める電気

通信事業者（電気通信番号計画 (令和元年

総務省告示第６号。以下「番号計画」とい

います。)第５に規定する電気通信番号を

用いて電気通信サービスを提供する電気

通信事業者）の電気通信回線を介した本

邦外の国若しくは地域への音声通信  

（注）当社が別に定める電気通信事業者

とはＫＤＤＩ株式会社に限ります。（以下

同じとします。）  

  

(2)通信時間の測

定等 

ア  音声通信に係る通信時間は、双方のＩＰ利用回線等を接続して

通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの

通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻まで

の経過時間とし、当社の機器により測定します。  

イ  次の時間は、アの通信時間には含みません。  

 (1) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由

により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間  

 (2) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由

により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される

１－２（料金額）に規定する秒数に満たない端数の通信時間  

ウ  当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間

については測定しないものとします。  

(3)相互接続音声

通信に係る料金

額の設定  

相互接続音声通信に係る１－２（料金額）に定める料金額は、当社及

び協定事業者（相互接続音声通信については当社が別に定める協定事
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業者に限ります。）のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定す

る額とします。  

(4)当社の機器の

故障等により正

しく算定するこ

とができなかっ

た場合の通信料

金の取扱い  

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合

の通信料金は、次のとおりとします。  

ア  過去１年間の実績を把握することができる場合  

     機器の故障等により正しく算定することができなかった日の

初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合

的に判断して機器の故障等があったと認められる日）の属する

料金月の前 12 料金月の各料金月における１日平均の通信料金が

最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額  

イ  ア以外の場合  

   把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額  

(5)音声通信に関

する料金の減免  

電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のためにサービス取

扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社が指定したものへ

の音声通信については、約款第５８条（通信料金の支払義務）第１項

及び第６３条（相互接続音声通信の料金の取扱い等）第１項の規定に

かかわらず、その料金の支払いを要しません。  
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  １－２  料金額 

   （１）オフネット通信に係るもの  

     （ア） （イ）、（ウ）及び（エ）以外のもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

８円（８．８円）） 

（イ）、（ウ）及び（エ）以外のオフネット

通信に係るもの  

１８０．０秒  

 

     （イ） 携帯・自動車電話設備への着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

１０円（１１円）） 

携帯・自動車電話設備への着信に係るもの  ３０．０秒  

 

     （ウ） 削除   

     （エ） ＩＰ電話設備への着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

８円（８．８円）） 

ＩＰ電話設備への着信に係るもの  １８０．０秒  

（注）ＩＰ電話設備への着信に係るものは当社が別に定めるもの（別表１に定める協定

事業者に係るもの）に限ります。  

 

   （２）国際通信に係るもの  

  区    分 料金額 

（１の通信ごとに、

60 秒までごとに）  
取   扱   地   域 

アジア１  シンガポール共和国、大韓民国、香港  ２０円 

アジア２  台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカ

オ  
３０円 

アジア３  インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダル

サラーム国、マレーシア  
４８円 

アジア４  インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主

義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム

共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共

和国、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人

民民主共和国  

８０円 
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アジア５  アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国

連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共

和国、イラン･イスラム共和国、オマーン国、カ

タール国、キプロス共和国、クウェート国、サウ

ジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バーレ

ーン国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン

共和国  

９０円 

アジア６  東ティモール  １２７円  

アジア７  朝鮮民主主義人民共和国  １３０円  

アメリカ１  アメリカ合衆国（ハワイを除きます。）、カナダ  ８円 

アメリカ２  アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン

領ヴァージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、

プエルト・リーコ  

４０円 

アメリカ３  アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンテ

ィグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エ

クアドル共和国、エルサルバドル共和国、オラン

ダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドル

ープ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共

和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビ

ンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミ

ニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカ

ラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミュ

ーダ諸島、バルバドス、ブラジル連邦共和国、フ

ランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、

ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホン

ジュラス共和国、マルティニク  

３２円 

アメリカ４  オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キ

ューバ共和国、スリナム共和国、セントクリスト

ファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、

パラグアイ共和国、モンセラット  

９２円 

アメリカ５  メキシコ合衆国  ７８円 

アメリカ６  フォークランド諸島  ２３０円  

オセアニア１  ハワイ  ８円 

オセアニア２  オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・

キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド  
４０円 

オセアニア３  アメリカ領サモア、キリバス共和国、クック諸島、

サモア独立国、ツバル、トンガ王国、ニューカレ

ドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フラン

ス領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミクロ

ネシア連邦  

５６円 

オセアニア４  トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国  ６４円 

オセアニア５  ノーフォーク島、パプアニューギニア独立国  ８０円 
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オセアニア６  ソロモン諸島、ナウル共和国  １６０円  

ヨーロッパ１  イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部ア

イルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカ

ン市国、フランス共和国  

２２円 

ヨーロッパ２  アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸

島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オラン

ダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリー

ンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、ス

イス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイ

ン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー

諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディ

ラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシ

ュタイン公国、ルクセンブルク大公国  

４８円 

ヨーロッパ３  アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、ア

ルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共

和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、

スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア

共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ト

ルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ

共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユー

ゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共

和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連

邦  

６４円 

ヨーロッパ４  モンテネグロ、コソボ共和国 １４２円  

アフリカ１  アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、

ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、

ギニア共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、ザン

ビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジ

ンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ

王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、

チュニジア共和国、ナミビア共和国、ブルンジ共

和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリ

カ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベ

リア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユ

ニオン  

７２円 
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アフリカ２  アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチ

オピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベ

ルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、

ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボ

ワール共和国、、コンゴ民主共和国、シエラレオ

ネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セン

トヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連

合共和国、チャド共和国、ナイジェリア連邦共和

国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカ

ル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリ

シャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王

国  

９０円 

アフリカ３  ニジェール共和国、トーゴ共和国、南スーダン共

和国  
１２８円  

アフリカ４  サントメ・プリンシペ民主共和国  ２５７円  

インマルサット

２  

インマルサット－Ｍ（インド洋）、インマルサッ

ト－Ｍ（大西洋西）、インマルサット－Ｍ（大西

洋東）、インマルサット－Ｍ（太平洋）  

３６４円  

インマルサット

３  

インマルサット－Ｂ（インド洋）、インマルサッ

ト－Ｂ（大西洋西）、インマルサット－Ｂ（大西

洋東）、インマルサット－Ｂ（太平洋）  

３０８円  

インマルサット

４  

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（インド洋）、イン

マルサット－ミニＭ／Ｆ（大西洋西）、インマル

サット－ミニＭ／Ｆ（大西洋東）、インマルサッ

ト－ミニＭ／Ｆ（太平洋）、インマルサットＢＧ

ＡＮ  

２５０円  

インマルサット

５  

インマルサットＢＧＡＮＨＳＤ  
６８６円  

イリジウム  イリジウム  ３７８円  

スラーヤ  スラーヤ  ２７３円  
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  ２  第２種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

 

  ２－１  適用 

区    分 内           容  

(1) 音声通信の種

類  

音声通信には、次の種類があります。  

ア  音声通信番号での通信に係るもの  

 

 

種   類 内      容  

 
１  オンネット通信  (ア ) ＩＰ利用回線相互間の音声通信  

(イ ) 当社がＩＰ電話サービス契約約款で

提供するＩＰ利用回線との音声通信  

(ウ ) ＩＰ利用回線から当社が別に定める

協定事業者のサービスへの音声通信  

(エ ) ＩＰ利用回線からサービス接続点へ

の音声通信  

２  オフネット通信  オンネット通信及び国際通信以外の通信  

３  国際通信  ＩＰ利用回線から当社が別に定める電気

通信事業者（番号計画第５に規定する電気

通信番号を用いて電気通信サービスを提

供する電気通信事業者）の電気通信回線を

介した本邦外の国若しくは地域への音声

通信 

 

イ  固定通信番号での通信に係るもの  

 種   類 内      容  

１  オンネット通信  (ア ) ＩＰ利用回線相互間の音声通信  

(イ ) 当社がＩＰ電話サービス契約約款で

提供するＩＰ利用回線との音声通信  

(ウ ) ＩＰ利用回線からサービス接続点へ

の音声通信  

２  オフネット通信  オンネット通信及び国際通信以外の通信  

３  国際通信  ＩＰ利用回線から当社が別に定める電気

通信事業者（番号計画第５に規定する電気

通信番号を用いて電気通信サービスを提

供する電気通信事業者）の電気通信回線を

介した本邦外の国若しくは地域への音声

通信 
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(2) 通信時間の測

定等 

ア  音声通信に係る通信時間は、双方のＩＰ利用回線等を接続して

通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの

通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻まで

の経過時間とし、当社の機器により測定します。  

イ  次の時間は、アの通信時間には含みません。  

 (1) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由

により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間  

 (2) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由

により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される

２－２（料金額）に規定する秒数に満たない端数の通信時間  

ウ  当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間

については測定しないものとします。  

(3) 相互接続音声

通信に係る料金

額の設定  

相互接続音声通信に係る２－２（料金額）に定める料金額は、当社及

び協定事業者（相互接続音声通信については当社が別に定める協定事

業者に限ります。）のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定す

る額とします。  

(4)オフネット通

信に係る区域内

通信及び区域外

通信の適用等  

当社はオフネット通信に係る通信料金を適用するため、ＩＰ利用回線

等からの通信を次のとおり区分します  

  

 

区域の区分  適    用  

 
区域内通信  当社提供区域内への通信（市外局番０

５４５に該当する区域に着信する通

信を除きます。）  

区域外通信  区域内通信以外の通信  

 

(5)当社の機器の

故障等における

通信料金の取扱

いその他の場合

における料金の

適用 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合

の通信料金の取扱い及び音声通信に関する料金の減免については、第

１種ＩＰ電話サービス及び第１種ＩＰセントレックスサービスに係

るものの場合に準じるものとします。  

(6) 相互接続番号

案内に係る料金

の適用 

ア  相互接続番号案内に係る料金額は、当社及び協定事業者のサー

ビスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、２－２（料

金額）オ（相互接続番号案内に係るもの）に定める額を適用しま

す。 

イ  相互接続番号案内に係る料金の免除に係る取り扱い及び相互接

続番号案内に係る料金額の支払いを要しない場合の取り扱いにつ

いては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。  
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  ２－２  料金額 

   （１）オフネット通信に係るもの  

     （ア） （イ）、（ウ）、（エ）、（オ）及び（カ）以外のもの  

区分 料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごと

に  

８円（８．８円）） 

（イ）、（ウ）、

（エ）、（オ）

及び（カ）以

外のオフネッ

ト通信に係る

もの 

音声通信番

号のもの  

区域内通信及び

区域外通信  

１８０．０秒  

固定通信番

号のもの  

区域内通信  １８０．０秒  

区域外通信  ９０．０秒  

 

     （イ） 携帯・自動車電話設備への着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

１０円（１１円）） 

携帯・自動車電話設備への着信に係るもの  ３０．０秒  

 

     （ウ） 削除  

     （エ） ＩＰ電話設備への着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

８円（８．８円）） 

ＩＰ電話設備への

着信に係るもの  

音声通信番号のもの  １８０．０秒  

固定通信番号のもの  １８０．０秒  

（注）ＩＰ電話設備への着信に係るものは当社が別に定めるもの（音声通信番号のもの

は別表１に定める協定事業者に係るもの、並びに固定通信番号のものは別表２に定める

協定事業者に係るもの）に限ります。  

 

     （オ） 相互接続災害用伝言ダイヤルサービスへの着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の通信ごとに、次の秒数までごとに  

３０円（３３円）） 

相互接続災害用伝言ダイヤルサービスへ

の着信に係るもの  

１８０．０秒  

 

     （カ） 相互接続番号案内への着信に係るもの  

区分  料金額  

（１の電話番号案内ごとに）  

相互接続番号案内への着信に係るもの  ２００円（２２０円）  
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   （２）国際通信に係るもの  

  区    分 料金額 

（１の通信ごとに、

60 秒までごとに）  
取   扱   地   域 

アジア１  シンガポール共和国、大韓民国、香港  ２０円 

アジア２  台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカ

オ  
３０円 

アジア３  インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダル

サラーム国、マレーシア  
４８円 

アジア４  インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主

義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム

共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共

和国、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人

民民主共和国  

８０円 

アジア５  アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国

連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共

和国、イラン･イスラム共和国、オマーン国、カ

タール国、キプロス共和国、クウェート国、サウ

ジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バーレ

ーン国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン

共和国  

９０円 

アジア６  東ティモール  １２７円  

アジア７  朝鮮民主主義人民共和国  １３０円  

アメリカ１  アメリカ合衆国（ハワイを除きます。）、カナダ  ８円 

アメリカ２  アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン

領ヴァージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、

プエルト・リーコ  

４０円 

アメリカ３  アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンテ

ィグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エ

クアドル共和国、エルサルバドル共和国、オラン

ダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドル

ープ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共

和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビ

ンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミ

ニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカ

ラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミュ

ーダ諸島、バルバドス、ブラジル連邦共和国、フ

ランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、

ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホン

ジュラス共和国、マルティニク  

３２円 
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アメリカ４  オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キ

ューバ共和国、スリナム共和国、セントクリスト

ファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、

パラグアイ共和国、モンセラット  

９２円 

アメリカ５  メキシコ合衆国  ７８円 

アメリカ６  フォークランド諸島  ２３０円  

オセアニア１  ハワイ  ８円 

オセアニア２  オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・

キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド  
４０円 

オセアニア３  アメリカ領サモア、キリバス共和国、クック諸島、

サモア独立国、ツバル、トンガ王国、ニューカレ

ドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フラン

ス領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミクロ

ネシア連邦  

５６円 

オセアニア４  トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国  ６４円 

オセアニア５  ノーフォーク島、パプアニューギニア独立国  ８０円 

オセアニア６  ソロモン諸島、ナウル共和国  １６０円  

ヨーロッパ１  イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部ア

イルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカ

ン市国、フランス共和国  

２２円 

ヨーロッパ２  アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸

島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オラン

ダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリー

ンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、ス

イス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイ

ン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー

諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディ

ラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシ

ュタイン公国、ルクセンブルク大公国  

４８円 

ヨーロッパ３  アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、ア

ルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共

和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、

スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア

共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ト

ルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ

共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユー

ゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共

和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連

邦  

６４円 

ヨーロッパ４  モンテネグロ、コソボ共和国 １４２円  
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アフリカ１  アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、

ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、

ギニア共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、ザン

ビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジ

ンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ

王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、

チュニジア共和国、ナミビア共和国、ブルンジ共

和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリ

カ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベ

リア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユ

ニオン  

７２円 

アフリカ２  アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチ

オピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベ

ルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、

ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボ

ワール共和国、、コンゴ民主共和国、シエラレオ

ネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セン

トヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連

合共和国、チャド共和国、ナイジェリア連邦共和

国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカ

ル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリ

シャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王

国  

９０円 

アフリカ３  ニジェール共和国、トーゴ共和国、南スーダン共

和国  
１２８円  

アフリカ４  サントメ・プリンシペ民主共和国  ２５７円  

インマルサット

２  

インマルサット－Ｍ（インド洋）、インマルサッ

ト－Ｍ（大西洋西）、インマルサット－Ｍ（大西

洋東）、インマルサット－Ｍ（太平洋）  

３６４円  

インマルサット

３  

インマルサット－Ｂ（インド洋）、インマルサッ

ト－Ｂ（大西洋西）、インマルサット－Ｂ（大西

洋東）、インマルサット－Ｂ（太平洋）  

３０８円  

インマルサット

４  

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（インド洋）、イン

マルサット－ミニＭ／Ｆ（大西洋西）、インマル

サット－ミニＭ／Ｆ（大西洋東）、インマルサッ

ト－ミニＭ／Ｆ（太平洋）、インマルサットＢＧ

ＡＮ  

２５０円  

インマルサット

５  

インマルサットＢＧＡＮＨＳＤ  
６８６円  

イリジウム  イリジウム  ３７８円  

スラーヤ  スラーヤ  ２７３円  
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 ３   第４種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

 

  ３－１  適用 

区分 内容 

(1)音声通信の種類  音声通信（外線通信に限ります。以下、この表において同じとし

ます。）には次の種類があります。  

種  類 内  容  

１  オンネット通

信  

(ア )ＩＰ利用回線間の音声通信  

(イ )当社が光電話サービス契約約款、光電

話集合単体サービス契約約款、オフィス

光電話サービス契約約款、光電話プラス

サービス契約約款及びビジネスコミュフ

ァ光電話サービス契約約款で提供するＩ

Ｐ利用回線並びにクラウドＰＢＸサービ

ス契約約款で提供するクラウドＰＢＸ利

用回線との音声通信  

(ウ )ＩＰ利用回線から当社が別に定める協

定事業者のサービスへの音声通信  

(エ )ＩＰ利用回線からサービス接続点への

音声通信  

(オ )ＩＰ利用回線から電気通信設備（固定

通信番号及びＩＰ通信番号を用いてＫＤ

ＤＩ株式会社の契約約款等に基づき提供

される電気通信サービス（ＫＤＤＩ株式

会社より提供される電気通信サービスを

使用して当社が行う電気通信サービスで

あって当社が別に定めるものを含みます

。）に係る電気通信回線であって、当社

が別に定めるものに限ります。）への音

声通信 

２  オフネット通

信  

オンネット通信及び国際通信以外の通信  

３  国際通信  ＩＰ利用回線から当社が別に定める電気通

信事業者（番号計画第５に規定する電気通信

番号を用いて電気通信サービスを提供する

電気通信事業者）の電気通信回線を介した本

邦外の国若しくは地域への音声通信  
 

(2)音声通信時間の

測定等 

ア  音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して

通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者から

の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻

までの経過時間とし、当社の機器により測定します。  

イ  次の時間は、アの通信時間には含みません。  

（ア）回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理

由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間  
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（イ）回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理

由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用さ

れる２（料金額）に規定する秒数に満たない端数の通信時間  

ウ  当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時

間については測定しないものとします。  

(3)当社の機器の故

障等により正し

く算定すること

ができなかった

場合の利用料金

の取扱い  

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場

合の利用料金は、次のとおりとします。  

（ア）前１２料金月の実績を把握することができる場合  

   機器の故障等により正しく算定することができなかった期

間の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情

を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日）

の属する料金月の前１２料金月の各料金月における１日平均

の利用料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数

を乗じて得た額  

（イ）ア以外の場合  

   把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額  

(4)音声通信に関す

る料金の減免  

次の音声通信については、第 58条（利用料金の支払義務）第１項

にかかわらず、その料金の支払いを要しません。  

（１）緊急通報に関する電気通信番号（ 110,118又は119番）への

音声通信  

(5)選択制による通

話料金の月極割

引の適用（タイ

プⅠ） 

ア  当社は、契約者から請求があったときは、ｃｔｃモバイル契

約者回線等への通信料を料金月単位に累積し、その累積した通

信料（以下この欄において「月間累積通信料」といいます。）の

額から、その月間累積通信料の額に 14％を乗じて得た額を割引

く取扱い（以下この欄において「本割引」といいます。）を行い

ます。 

イ  本割引を選択する契約者は、当社が別に定める方法により、

当社に申し出ていただきます。  

ウ  当社は、イに規定する申出があったときは、当社の業務の遂

行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。  

エ  本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日（以下

この欄において「承諾日」といいます。）の属する料金月の初日

から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者

からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件によ

り、本割引は継続するものとします。  

  なお、承諾日において、ＩＰ電話サービスの提供が開始され

ていない場合は、ＩＰ電話サービスの提供開始日より本割引の

提供を開始することとします。  

オ  本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当

社がサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日

までの間、本割引は継続するものとします。  

カ  当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします

。  

（ア） 本割引の取扱いを受けているＩＰ利用回線に係る第４種

ＩＰセントレックス契約の解除があったとき。  

キ  月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に

１円未満の端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかかわら

ず、その端数は切り上げます。  
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(6)選択制による通

話料金の月極割

引の適用（タイ

プⅡ） 

ア  当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める

携帯・自動車電話事業者への通信料を料金月単位に累積し、そ

の累積した通信料（以下この欄において「月間累積通信料」と

いいます。）の額から、その月間累積通信料の額に 11％を乗じて

得た額を割引く取扱い（以下この欄において「本割引」といい

ます。）を行います。  

（注）「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る電気通信

設備」は、ｃｔｃモバイル契約者回線等に係る電気通信設備以

外の電気通信設備とします。以下、この欄において同じとしま

す。 

イ  本割引を選択する契約者は、当社が別に定める方法により、

当社に申し出ていただきます。  

ウ  当社は、イに規定する申出があったときは、当社の業務の遂

行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。  

エ  本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日（以下

この欄において「承諾日」といいます。）の属する料金月の初日

から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者

からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件によ

り、本割引は継続するものとします。  

  なお、承諾日において、ＩＰ電話サービスの提供が開始され

ていない場合は、ＩＰ電話サービスの提供開始日より本割引の

提供を開始することとします。  

オ  本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当

社がサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日

までの間、本割引は継続するものとします。  

カ  当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします

。  

（ア） 本割引の取扱いを受けているＩＰ利用回線に係る第４種

ＩＰセントレックス契約の解除があったとき。  

キ  月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に

１円未満の端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかかわら

ず、その端数は切り上げます。  

(8)相互接続番号案

内に係る料金の

適用 

ア  相互接続番号案内に係る料金額は、当社及び協定事業者のサ

ービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、２（料

金額）オ（相互接続番号案内に係るもの）に定める額を適用し

ます。 

イ  相互接続番号案内に係る料金の免除に係る取り扱い及び相互

接続番号案内に係る料金額の支払いを要しない場合の取り扱い

については、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱い

ます。 

 

 ３ -２ 料金額 

 

（１）オフネット通信に係るもの  

ア  イ、ウ、エ、オ及びカ以外のもの  

区  分 単  位 料金額 
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オフネット通信のうちイ、ウ、エ、オ

及びカ以外のオフネット通信に係る

もの 

１音声通信につき  

１８０秒までごとに  ８円（８．８円）  

 

イ  携帯・自動車電話事業者への発信に係るもの  

区  分 単  位 料金額 

オフネット通信のうち携帯・自動車電

話事業者への発信に係るもの  

１音声通信につき  

６０秒までごとに  
１８円（１９．８円）  

 

ウ  削除  

エ  ＩＰ電話設備に係るもの  

区  分 単  位 料金額 

オフネット通信のうちＩＰ電話設備

への着信に係るもの  

１音声通信につき  

１８０秒までごとに  
８円（８．８円）  

 

オ  相互接続番号案内に係るもの  

区  分 単  位 料金額 

相互接続番号案内に係るもの  １の電話番号案内ごと

に  
２００円（２２０円）  

 

カ  災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの  

区  分 単  位 料金額 

災害用伝言ダイヤルサービスに係るも

の  

１音声通信につき  

１８０秒までごとに  
３０円（３３円）  

 

（２）国際通信に係るもの  

  区    分 料金額 

（１の通信ごと

に、６０秒ま

でごとに）  

取   扱   地   域 

アジア１  シンガポール共和国、大韓民国、香港  ２０円 

アジア２  台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ  ３０円 

アジア３  インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサ

ラーム国、マレーシア  
４８円 

アジア４  インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義

共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和

国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベ

トナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、モ

ンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和

国  

８０円 
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アジア５  アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連

邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、

イラン･イスラム共和国、オマーン国、カタール国、

キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王

国、シリア･アラブ共和国、バーレーン国、ヨルダ

ン・ハシェミット王国、レバノン共和国  

９０円 

アジア６  東ティモール  １２７円  

アジア７  朝鮮民主主義人民共和国  １３０円  

アメリカ１  アメリカ合衆国（ハワイを除きます。）、カナダ  ８円 

アメリカ２  アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン領

ヴァージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プ

エルト・リーコ  

４０円 

アメリカ３  アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティ

グア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクア

ドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領ア

ンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、

グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロ

ンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及び

グレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カ

イコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニ

ダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ

共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、

ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエ

ラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボ

リビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク  

３２円 

アメリカ４  オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キュ

ーバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファ

ー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグ

アイ共和国、モンセラット  

９２円 

アメリカ５  メキシコ合衆国  ７８円 

アメリカ６  フォークランド諸島  ２３０円  

オセアニア１  ハワイ ８円 

オセアニア２  オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・

キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド  
４０円 

オセアニア３  アメリカ領サモア、キリバス共和国、クック諸島、

サモア独立国、ツバル、トンガ王国、ニューカレド

ニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領

ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア

連邦 

５６円 

オセアニア４  トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国  ６４円 

オセアニア５  ノーフォーク島、パプアニューギニア独立国  ８０円 

オセアニア６  ソロモン諸島、ナウル共和国  １６０円  
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ヨーロッパ１  イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイ

ルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市

国、フランス共和国  

２２円 

ヨーロッパ２  アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸

島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ

王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンラ

ンド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連

邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北ア

フリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェ

ー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベル

ギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、

ルクセンブルク大公国  

４８円 

ヨーロッパ３  アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アル

メニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和

国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キル

ギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバ

キア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、

タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニス

タン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブル

ガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和

国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア

共和国、ルーマニア、ロシア連邦  

６４円 

ヨーロッパ４  モンテネグロ、コソボ共和国 １４２円  

アフリカ１  アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウ

ガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニ

ア共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、ザンビア共

和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ

共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道

ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共

和国、ナミビア共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ

共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリ

タニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン  

７２円 

アフリカ２  アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオ

ピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ

共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニ

アビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール

共和国、、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、

ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャ

ド共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファ

ソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ

共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザン

ビーク共和国、モロッコ王国  

９０円 
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アフリカ３  ニジェール共和国、トーゴ共和国、南スーダン共和

国  
１２８円  

アフリカ４  サントメ・プリンシペ民主共和国  ２５７円  

インマルサット２  インマルサット－Ｍ（インド洋）、インマルサット

－Ｍ（大西洋西）、インマルサット－Ｍ（大西洋東）、

インマルサット－Ｍ（太平洋）  

３６４円  

インマルサット３  インマルサット－Ｂ（インド洋）、インマルサット

－Ｂ（大西洋西）、インマルサット－Ｂ（大西洋東）、

インマルサット－Ｂ（太平洋）  

３０８円  

インマルサット４  インマルサット－ミニＭ／Ｆ（インド洋）、インマ

ルサット－ミニＭ／Ｆ（大西洋西）、インマルサッ

ト－ミニＭ／Ｆ（大西洋東）、インマルサット－ミ

ニＭ／Ｆ（太平洋）、インマルサットＢＧＡＮ  

２５０円  

インマルサット５  インマルサットＢＧＡＮＨＳＤ  ６８６円  

イリジウム  イリジウム  ３７８円  

スラーヤ  スラーヤ  ２７３円  
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第２表 工事に関する費用  

 第１ 工事費 

  １ 第１種ＩＰ電話サービスに係るもの  

   １－１適用  

区    分 内           容  

(1) 工事費の適用   工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局において、１

の工事ごとに適用します。  

(2) 工事の適用区

分  

工事の適用区分は、次のとおりとします。  

 工事の区分  適     用  

ア  交換機等設定工事  

 

音声通信番号の初期登録に係る工事につ

いて適用します。  

 

(3) 工事費の適用

除外 

次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しませ

ん。 

 ア  発信電話番号非通知機能  

 

   １－２ 工事費の額  

工事の種類 単   位 工事費の額  

交換機等設定工事  １の音声通信番号ごとに  ５００円（５５０円）  
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   ２  第１種ＩＰセントレックスサービス及び第２種ＩＰセントレックスサービス

に係るもの  

   ２－１ 適用 

区    分 内           容  

(1) 工事費の適用   工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局又はＩＰ利用

回線の終端において、１の工事ごとに適用します。  

(2) 工事の適用区

分  

工事の適用区分は、次のとおりとします。  

 工事の区分  適     用   

ア  ＩＰセント

レックスグル

ープの設定に

関する工事  

次の場合について、１の工事（１の者からの申

込みにより２以上の工事を同時に行った場合に

は、１の工事とみなします。）ごとに適用します。 

(ｱ)ＩＰセントレックスグループの新設若しく

は追加 

(ｲ)内線電話機能のＩＰセントレックスグルー

プ間通信のグループ特番の新設又は変更  

イ  ＩＰセント

レックスグル

ープの詳細設

定に関する工

事  

ＩＰセントレックスグループの設定に係る工事

のうち、上記ア以外の変更を行なう場合につい

て、１の工事ごとに適用します。  

ウ  固定通信番

号又は音声通

信番号の登録

等に関する工

事  

固定通信番号若しくは音声通信番号の初期登録

又は変更の場合について、１の工事ごとに適用

します。  

エ  内線端末の

登録等に関す

る工事 

内線端末へのピックアップ番号等の初期登録又

は設定の変更の場合について、１の工事ごとに

適用します。  

ただし、１の内線端末に係る初期登録又は設定

の変更と、ウ欄に規定する固定通信番号及び音

声通信番号の登録等に関する工事を同時に行う

場合には、適用しないものとします。  

オ  代表番号等

に関する工事  

内線代表番号、マルチライン番号、固定代表番

号又は固定マルチライン番号の新設又は変更の

場合について、１の工事ごとに適用します。  

カ  同時通話数

の登録等に関

する工事  

同時通話数の初期登録又は変更の場合につい

て、１の工事ごとに適用します。  

キ  番号ポータ

ビリティに関

する工事  

番号ポータビリティに関する登録に係るもの  

ク  コードレス

機能の設定等

に関する工事  

コードレス機能の初期登録又は設定の変更の場

合について、１の工事ごとに適用します。  
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ケ  ＢＳ機能の

設定等に関す

る工事 

ＢＳ装置及びそれに附帯する設備の設置、移設、

撤去、初期登録又は設定の変更（コ欄の規定に

該当する場合を除きます。）に係る場合につい

て、１の工事ごとに適用します。  

コ  ＢＳ機能の

設定等に関す

る特別な工事  

ＢＳ機能の設定等に関する工事の実施に際し

て、次に該当する場合は、ケ欄の規定に係わら

ず、１の工事ごとに適用します。  

(ｱ)ＢＳ装置又はそれに附帯する設備について、

通常使わない特別な設備を使って工事を実施

した場合  

(ｲ)工事が困難な箇所で工事を実施した場合  

サ  コードレス

端末設備の設

定等に関する

工事 

コードレス端末設備の初期登録又は設定の変更

に係るものに適用します。  

シ  音声通信ア

ダプタの設置

及び移転に関

する工事  

音声通信アダプタの設置又は移設に係る場合に

ついて、１の工事ごとに適用します。  

ス  音声通信ア

ダプタの設定

変更等に関す

る工事 

音声通信アダプタの設定の変更に係る場合につ

いて、１の工事ごとに適用します。  

 

(3) 工事費の適用

除外 

次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しませ

ん。 

 ア  発信電話番号非通知機能  

(4)工事時間の区

分による工事費

の適用 

ア  当社が工事を実施した時間帯により、次の区分があります。  

 

 

 

 

 

工事時間の区分  適     用   

 

 

 

 

平日昼間  土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）の規定によ

り休日とされた日並びに１月２日、１月３日、

５月１日及び１２月２９日から１２月３１日ま

での日をいいます。以下同じとします。）以外の

日の午前９時から午後５時までの時間帯。  

休日夜間  平日昼間以外の時間帯  
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   ２－２ 工事費の額  

工事の種類 単   位 工事費の額  

平日昼間  休日夜間  

Ｉ Ｐ セ ン ト レ ッ ク ス グ

ル ー プ の 設 定 に 関 す る

工事 

１のＩＰセント

レックスグルー

プごとに  

１０，０００円  

（１１，０００円）  

１３，０００円  

（１４，３００円）  

Ｉ Ｐ セ ン ト レ ッ ク ス グ

ル ー プ の 詳 細 設 定 に 関

する工事  

１のＩＰセント

レックスグルー

プごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

固 定 通 信 番 号 又 は 音 声

通 信 番 号 の 登 録 等 に 関

する工事  

１の固定通信番

号又は音声通信

番号ごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

内 線 端 末 の 登 録 等 に 関

する工事  

１の内線端末ご

とに 

８００円  

（８８０円）  

１，０４０円  

（１１４４円） 

代 表 番 号 等 に 関 す る 工

事  

１の内線代表番

号、マルチライ

ン番号、固定代

表番号又は固定

マルチライン番

号ごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

同 時 通 話 数 の 登 録 等 に

関する工事  

１の同時通話数

ごとに 

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ に

関する工事  

１の固定通信番

号ごとに  

２，０００円  

（２，２００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

コ ー ド レ ス 機 能 の 設 定

等に関する工事  

１の音声通信番

号ごとに  

５００円  

（５５０円）  

６５０円  

（７１５円）  

Ｂ Ｓ 機 能

の 設 定 等

に 関 す る

工事 

無停電機能な

しのもの  

１のＢＳ装置ご

とに 

３０，０００円  

（３３，０００円）  

３９，０００円  

（４２，９００円）  

無停電機能あ

りのもの  

１のＢＳ装置ご

とに 

３４，０００円  

（３７，４００円）  

４４，２００円  

（４８，６２０円）  

Ｂ Ｓ 機 能

の 設 定 等

に 関 す る

特 別 な 工

事  

無停電機能な

しのもの  

１のＢＳ装置ご

とに 
実費 実費 

無停電機能あ

りのもの  

１のＢＳ装置ご

とに 実費 実費 

コ ー ド レ ス 端 末 設 備 の

設定等に関する工事  

１の音声通信番

号ごとに  

５００円  

（５５０円）  

６５０円  

（７１５円）  

音 声 通 信 ア ダ プ タ の 設

置等に関する工事  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２８１，１００円  

（３０９，２１０円）  

２８１，１００円  

（３０９，２１０円）  

音 声 通 信 ア ダ プ タ の 移

設に関する工事  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

７０，６００円  

（７７，６６０円）  

７０，６００円  

（７７，６６０円）  
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音 声 通 信 ア ダ プ タ の 設

定変更等に関する工事  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

３７，４００円  

（４１，１４０円）  

４１，０００円  

（４５，１００円）  
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   ３  第３種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

   ３－１ 適用 

区    分 内           容  

(1) 工事費の適用  工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局又はＩＰ利用回

線の終端において、１の工事ごとに適用します。  

(2) 工事の適用区

分  

工事の適用区分は、次のとおりとします。  

 工事の区分  適     用   

ア  ＩＰセント

レックスグル

ープの設定に

関する工事  

次の場合について、１の工事（１の者からの申

込みにより２以上の工事を同時に行った場合

には、１の工事とみなします。）ごとに適用しま

す。 

 (ｱ) ＩＰセントレックスグループの新設若

しくは追加  

 (ｲ) 内線電話機能のＩＰセントレックスグ

ループ間通信のグループ特番の新設又は変

更  

イ  ＩＰセント

レックスグル

ープの詳細設

定に関する工

事  

ＩＰセントレックスグループの設定に係る工

事のうち、上記ア以外の変更を行なう場合につ

いて、１の工事ごとに適用します。  

ウ  音声通信番

号の登録等に

関する工事  

音声通信番号の初期登録又は変更の場合につ

いて、１の工事ごとに適用します。  

エ  内線端末設

備の設定等に

関する工事  

内線端末設備及びそれに附帯する設備の設置、

移設、撤去、初期登録又は設定の変更（エ欄の

規定に該当する場合を除きます。）に係る場合

について、１の工事ごとに適用します。  

 

(3) 工事費の適用

除外 

次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しませ

ん。 

 ア  発信電話番号非通知機能  

(4)工事時間の区

分による工事費

の適用 

当社が工事を実施した時間帯により、次の区分があります。  

 

 

 

 

 

工事時間の区分  適     用   

 

 

 

 

平日昼間  土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）の規定によ

り休日とされた日並びに１月２日、１月３日、

５月１日及び１２月２９日から１２月３１日ま

での日をいいます。以下同じとします。）以外の

日の午前９時から午後５時までの時間帯。  

休日夜間  平日昼間以外の時間帯  
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   ３－２ 工事費の額  

工事の種類 単   位 工事費の額  

平日昼間  休日夜間  

ＩＰセントレックスグル

ープの設定に関する工事  

１のＩＰセント

レックスグルー

プごとに  

１０，０００円  

（１１，０００円）  

１３，０００円  

（１４，３００円）  

ＩＰセントレックスグル

ープの詳細設定に関する

工事 

１のＩＰセント

レックスグルー

プごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

音声通信番号の登録等に

関する工事  

１の音声通信番

号ごとに  
１，５００円  

（１，６５０円）  

１，９５０円  

（２，１４５円）  

内線端末設備の設定等に

関する工事  

１の内線端末設

備ごとに  

２００，０００円  

（２２０，０００円）  

２６０，０００円  

（２８６，０００円）  
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   ４  第４種ＩＰセントレックスサービスに係るもの  

   ４－１ 適用 

区    分 内           容  

(1) 工事費の適用  工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局又はＩＰ利用回

線の終端において、１の工事ごとに適用します。  

(2) 工事の適用区

分  

工事の適用区分は、次のとおりとします。  

 工事の区分  適     用   

ア  利用の開

始に係る工

事  

第４種ＩＰセントレックス契約の申込みを行っ

た者に当社が付与する契約者識別番号ごとに適

用します。  

イ  同時通話

数の登録等

に関する工

事  

同時通話数の初期登録又は変更の場合について、

１の工事ごとに適用します。  

ウ  固定通信

番号又は音

声通信番号

の登録等に

関する工事  

固定通信番号若しくは音声通信番号の初期登録

又は変更の場合について、１の工事ごとに適用し

ます。 

 エ  番号ポー

タビリティ

に関する工

事  

番号ポータビリティに関する登録に係るもの   

 オ  固定電話

移行に係る

工事 

第１種ＩＰセントレックス契約者、第２種ＩＰセ

ントレックス契約者又は第３種ＩＰセントレッ

クス契約者の内線端末の設定を第４種 IP セント

レックス契約者の内線端末へ移行する際に適用

されます。  

 

 カ  付加機能

の追加に係

る工事 

付加機能の追加又は変更の場合について、１の工

事ごとに適用します。  

 

 キ  音声通信

アダプタの

設置及び移

転に関する

工事 

音声通信アダプタの設置又は移設に係る場合に

ついて、１の工事ごとに適用します。  

 

 

(3)工事時間の区

分による工事費

の適用 

当社が工事を実施した時間帯により、次の区分があります。  

 

 

 

 

工事時間の区分  適     用  

 

 

 

平日昼間 土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）の規定によ

り休日とされた日並びに１月２日、１月３日、
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 ５月１日及び１２月２９日から１２月３１日

までの日をいいます。以下同じとします。）以

外の日の午前９時から午後５時までの時間

帯。 

 

休日夜間  平日昼間以外の時間帯。  

 

(4）工事費の減額

適用 

当社は、３－２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等

を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。  
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   ４－２ 工事費の額  

工事の種類 単位 工事費の額  

平日昼間  休日夜間  

利用の開始に係る工事  １の契約者識別

番号ごとに  

１０，０００円  

（１１，０００円）  

１３，０００円  

（１４，３００円）  

同時通話数の登録等に関

する工事  

１の同時通話数

ごとに 

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

固定通信番号又は音声通

信番号の登録等に関する工

事  

１の固定通信番

号又は音声通信

番号ごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

番号ポータビリティに関

する工事  

１の固定通信番

号ごとに  
２，０００円  

（２，２００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

固定電話移行に係る工事  １の内線端末ご

とに 
３３，０００円  

（３６，３００円）  

４３，０００円  

（４７，３００円）  

付

加

機

能

に

係

る

工

事  

(1)定型メッセージアナ

ウンス機能  

１の工事ごとに  ３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

(2)オリジナルメッセー

ジアナウンス機能  

１の工事ごとに  ３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

(3)留守番電話機能  １の工事ごとに  ３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

(4) 電話会議機能  

（簡易電話会議サービ

ス） 

１の工事ごとに  
３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

(5) IVR 機能 

（簡易 IVR サービス）  

１の工事ごとに  ３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

(6)通話録音機能  １の工事ごとに  ３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

１の設定変更ご

とに 

３，０００円  

（３，３００円）  

３，０００円  

（３，３００円）  

音

声

通

信

ア

ダ

プ

タ

の

設

置

(1)音声インタフェース

がＦＸＯのもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

(2)音声インタフェース

がＦＸＳのもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

(3)音声インタフェース

が基本インタフェース

（ＢＲＩ）のもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

(4)音声インタフェース

が一次群インタフェー

ス（ＰＲＩ）のもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  
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等

に

関

す

る

工

事  

(5)音声インタフェース

がＳＩＰインタフェー

スのもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

(6) 放送設備と接続す

るもの 

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

(7)音声インタフェース

がＯＤのもの  

１の音声通信ア

ダプタごとに  

２５，０００円  

（２７，５００円）  

２５，０００円  

（２７，５００円）  
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第３表 附帯サービスに関する料金  

 第１ 重複掲載料  

  １ 適用 

区   分 内    容 

(1)重複掲載料の適用  重複掲載料は、料金表通則の月額料金に係る規定に準じて適

用します。  

 

  ２ 重複掲載料の額  

区    分 単     位 料  金  額（月額）  

重複掲載料  電話帳１掲載ごとに  ５０円（５５円）  

 

 第２ 料金明細内訳の送付手数料  

  １ 適用 

区   分 内    容 

(1)料金明細内訳の送付

手数料の適用  

料金明細内訳（通話開始時間順に並べられた１通話ごとの通

話料金明細）をＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体で送付します。  

 

  ２ 料金明細内訳の送付手数料の額  

区    分 単     位 料  金 額 

料金明細内訳の送付手

数料 

１のＩＰセントレックス

グループについて送付１

回ごとに  

１，０００円（１，１００円）  

 

第３  第４種 IP セントレックスサービスに関する手続きの代行  

 １  適用 

  当社は、第４種 IP セントレックス契約者から請求があったときは、別記２０に

定める第４種 IP セントレックスの機能に係る手続き（当社が別に定める設定変更を行

う場合に限ります。）について、手続きの代行を行います。  

区    分 内    容 

IP セントレックス

グループの変更工事  

Web カスコンを用いて、 SIP-ID ごとに内線番号の登録及び削

除、コールピックアップグループの変更を行うもの  

代表番号等に関する

登録工事  

Web カスコンを用いて、 SIP-ID ごとに代表番号及びダイヤルイ

ン番号の設定を行うもの  

 

 ２  工事費の額  

区    分 単    位 
工事費の額 

平日昼間  休日夜間  

IP セントレック

スグループの変

更工事 

１の固定通信番号又は音声通信

番号ごとに  
１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  

代表番号等に関

する登録工事 

１の内線代表番号、マルチライ

ン番号、固定代表番号又は固定

マルチライン番号ごとに  

１，０００円  

（１，１００円）  

１，３００円  

（１，４３０円）  
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 第４ 端末設備等の販売等に係る料金  

  １ 適用 

区  分 内  容 

(1) 端末設備の販売等

に係る料金の適用  

ア  当社は、契約者について、端末設備の販売等に係る料金

を適用します。  

イ  当社は、端末設備の販売等に係る料金を料金表通則の規

定に準じて取り扱います。  

 

  ２ 料金額 

区  分 単  位 料  金 額 

端末設備  ＩＰ多機能電話機  １台あたり  ２２，５００円  

(２４，７５０円 ) 

ＳＩＰターミナルアダプタ  １台あたり  ８，０００円  

(８，８００円 ) 

電源装置  ＩＰ多機能電話機用のもの  １台あたり  ２，０００円  

(２，２００円 ) 
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別表１ 当社が別に定めるＩＰ電話設備への着信に係る協定事業者  

事業者名称  

NTT ドコモビジネス株式会社  

ＫＤＤＩ株式会社  

アルテリア・ネットワークス株式会社  

ソフトバンク株式会社  

株式会社ジュピターテレコム  

ZIP Telecom 株式会社  

株式会社 NTT ドコモ  

株式会社アイ・ピー・エス・プロ 
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別表２ 当社が別に定めるＩＰ電話設備への着信に係る協定事業者  

事業者の名称  

株式会社トークネット  

楽天モバイル株式会社  

株式会社オプテージ  

株式会社ＳＴＮｅｔ  

株式会社ＱＴｎｅｔ  

NTT ドコモビジネス株式会社  

ＫＤＤＩ株式会社  

アルテリア・ネットワークス株式会社  

ソフトバンク株式会社  

ZIP Telecom 株式会社  

株式会社エネコム  

株式会社アイ・ピー・エス・プロ 

株式会社三通  
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附 則 
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附則（ CTC 経企発第 03-27,28 号） 

（実施期日）  

１  この約款は、平成１５年８月１日より実施します。ただし、ＩＰセントレックスサ

ービスの提供は、平成１５年９月１日より実施します。  

 

 

附則（ CTC 経企発第 03-80 号） 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１５年１０月１０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年３月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年４月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年５月１日から実施します。  

 

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により提供しているＩＰセントレックス

サービスについては、この改正約款実施の日に、第１種ＩＰセントレックスサービス

に移行したものとみなして取り扱います。  

 

３  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

４  この改正約款実施前にその事由が生じたＩＰ電話サービスに関する損害賠償の請求

の取扱いについては、なお従前のとおりとします。  

 

附則（経企決第０４－２０号）  

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年６月１０日から実施します。  

 

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

３  この改正約款実施前にその事由が生じたＩＰ電話サービスに関する損害賠償の請求

の取扱いについては、なお従前のとおりとします。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年９月１日から実施します。  
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附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年１２月８日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年１２月１６日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１６年１２月２１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年２月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年４月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年４月１５日から実施します。  

 

附則（経企決第０５－１５号）  

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年５月１日から実施します。  

 

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

３  この改正約款実施前にその事由が生じたＩＰ電話サービスに関する損害賠償の請求

の取扱いについては、なお従前のとおりとします。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年６月１５日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年６月２０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１７年９月１日から実施します。ただし、第３種ＩＰ電話サ

ービス及び緊急通報サービスの提供は、平成１７年１０月３日より実施します。  
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（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

３  この改正約款実施前にその事由が生じたＩＰ電話サービスに関する損害賠償の請求

の取扱いについては、なお従前のとおりとします。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１８年１月１日から実施します。ただし相互接続災害用伝言

ダイヤルサービスの提供は平成１８年１月１０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１８年６月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成１９年１月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２０年１月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２０年１０月２４日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２１年２月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２１年３月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２１年３月１日から実施します。  

（経過措置）  

２   この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２３年２月１日から実施します。  
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附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２４年１月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２４年１月２３日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２４年３月９日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２４年７月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２５年３月１日から実施します。  

２   この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２５年７月５日から実施します。  

２   この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２６年１月３１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２６年３月２５日から実施します。ただし、端末設備（音声

通信アダプタに限ります。）は平成２６年４月１日から提供します。  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２７年１月１日から実施します。  

 

 

附則 

（実施期日）  
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１  この改正約款は、平成２７年６月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２７年１２月２２日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２８年３月１日から実施します。  

（契約に関する経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄に

定める端末設備利用料の区分の適用を受けているものは、この改正約款実施の日にお

いて、同表の右欄に定める端末設備利用料の区分の適用を受けているものとみなして

取り扱います。  

改正前の端末設備利用料の区分 改正後の端末設備利用料の区分 

ＦＸＯ（２４ｃｈ）のもの ＦＸＯ（２０ｃｈ）のもの  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２８年３月１８日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２８年７月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２９年１月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２９年４月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

 

 

附則 

（実施期日）  
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１  この改正約款は、平成２９年５月３０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成２９年７月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３０年１月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３０年３月５日から実施します。ただし、第４種 IP セントレ

ックスサービスに係る規定は、平成３１年１月１日より実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３０年５月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３０年１０月１０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３１年４月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、平成３１年４月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和元年７月１日から実施します。  

（経過措置）  
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２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和元年８月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和元年１０月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和２年１月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和２年２月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、令和２年３月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２０年１１月６日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２１年１月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２１年２月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  
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１  この改正約款は、２０２１年７月１日から実施します。  

（経過措置）  

２  この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければなら

なかったＩＰ電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２１年１２月３日から実施します。  

（地域電話帳発刊終了に伴う経過措置）  

２  協定事業者（ NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社に限ります）が発行する

地域電話帳の発行終了に伴い、次の各号を適用します。  

（１）当社が別に定める日より、契約者からの地域電話帳に係る新規契約の申込受付を

終了します。  

（２）契約者は地域電話帳の最終発行日から起算し１２か月後の料金月まで料金表第３

表（附帯サービスに関する料金）第１（重複掲載料）に規定する料金の支払いを

要します。  

（３）当社は地域電話帳の最終発行日から起算し１２か月後の料金月をもって、契約者

との地域電話帳に係る契約を終了するものとする。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２２年８月１０日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２３年１月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２３年７月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２３年９月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２４年２月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２５年１月１４日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２５年４月１日から実施します。  

（特定の電話番号への通信に係る経過措置）  

２  当社は、この改正約款の実施の日から当社が別に定める期日までの間、１７７への

通信に関して、下表に定める通信料金を適用します。  
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区分 適用する通信料金  

第１種ＩＰ電話サービス、第１

種ＩＰセントレックスサービ

ス及び第３種ＩＰセントレッ

クスサービスに係るもの  

料金表 第１表（料金）第２（通信料金）１（第

１種ＩＰ電話サービス、第１種ＩＰセントレッ

クスサービス及び第３種ＩＰセントレックスサ

ービスに係るもの）１－２（料金額）（１）アに

定める通信料金  

第２種ＩＰセントレックスサ

ービスに係るもの 

料金表 第１表（料金）第２（通信料金）２（第

２種ＩＰセントレックスサービスに係るもの）

２－２（料金額）（１）ア定める通信料金のうち、

固定通信番号のもの 

第４種ＩＰセントレックスサ

ービスに係るもの 

料金表 第１表（料金）第２（通信料金）３（第

４種ＩＰセントレックスサービスに係るもの）

３－２（料金額）（１）アに定める通信料金  

（料金等の支払いに関する経過措置）  

３  この改正約款の際現に支払い、又は払わなければならなかった料金その他の債務に

ついては、なお従前のとおりとします。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２５年５月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２５年６月１日から実施します。  

 

附則 

（実施期日）  

１  この改正約款は、２０２５年７月１日から実施します。  

（その他）  

２  ２０２１年１２月３日から実施の附則２項中「東日本電信電話株式会社及び西日本

電信電話株式会社」を「 NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社」に改めます。  


